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(57)【要約】
　ＢＬＥ通信ネットワークを介して連結されるモバイル
機器と通信を行うディスプレイ装置の制御方法、及びそ
れによるディスプレイ装置に係り、該ディスプレイ装置
の制御方法、及びそれによるディスプレイ装置は、アン
ビエントサービスを提供するディスプレイ装置が電力消
耗を低減させながら、容易に画面をオン／オフにするこ
とができるようにすることにより、ディスプレイ装置の
パネル寿命短縮を防止することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイと、
　少なくとも１つのインストラクションを保存するメモリと、
　ＢＬＥ通信ネットワークを含む少なくとも１つの無線ネットワークを介してモバイル機
器と通信を行う通信部と、
　前記メモリに保存された前記少なくとも１つのインストラクションを遂行する少なくと
も１つのプロセッサを少なくとも一つ含む制御部と、を含み、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　アンビエントサービスが実行される正常モードの間、前記ＢＬＥ（Bluetooth Low Ener
gy）通信ネットワークを介して連結されるモバイル機器を識別する情報であるＢＬＥ識別
情報が、前記モバイル機器から受信されれば、前記ＢＬＥ識別情報を管理し、
　前記通信部は、
　スリープモードに入った後、前記モバイル機器から前記ＢＬＥ識別情報が受信されれば
、前記受信されたＢＬＥ識別情報に対応する情報が、前記通信部内に保存されているか否
かということを判断した結果に基づき、前記制御部がウェークアップされるように動作す
ることを特徴とするディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記通信部は、
　所定データを保存する内部メモリを含み、
　前記受信されたＢＬＥ識別情報に対応する情報が前記内部メモリに存在すれば、前記制
御部がウェークアップされるように動作することを特徴とする請求項１に記載のディスプ
レイ装置。
【請求項３】
　前記通信部は、
　前記受信されたＢＬＥ識別情報に対応する情報が内部メモリに存在しなければ、前記ス
リープモードが続けて維持されるように動作することを特徴とする請求項１に記載のディ
スプレイ装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記正常モードの間、前記通信部から前記ＢＬＥ識別情報を伝送され、前記ＢＬＥ識別
情報に対応する情報が、前記メモリに保存されているか否かということを判断し、前記判
断の結果に基づき、前記アンビエントサービスの実行を維持させるか否かということを決
定することを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記メモリは、
　第１メモリ及び第２メモリを含み、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記正常モードの間、前記ＢＬＥ識別情報が前記モバイル機器から受信されれば、前記
ＢＬＥ識別情報が、前記第１メモリ、及び前記通信部の内部メモリに保存されるように制
御し、
　前記正常モードに進入すれば、前記アンビエントサービスを実行するための第１アプリ
ケーションに対応するプログラムを前記第２メモリに搭載し、前記第１アプリケーション
が実行されるように制御することを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記モバイル機器は、前記ＢＬＥ識別情報として、前記メモリに保存される第１ ＢＬ
Ｅ識別情報を有する第１モバイル機器であり、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ディスプレイ装置とペアリングされる第２モバイル機器を登録するために、前記第
２モバイル機器から第２ ＢＬＥ識別情報を受信し、前記メモリに保存させ、
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　前記第２ ＢＬＥ識別情報が、前記メモリ、及び前記通信部の内部メモリに同期化され
て保存されるように、前記ＢＬＥ識別情報の保存及びアップデートを管理することを特徴
とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記スリープモードは、前記アンビエントサービスが中断され、前記ディスプレイがタ
ーンオフされる動作モードを含むことを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記アンビエントサービスの実行のためにペアリングされる前記モバイル機器から伝送
される前記ＢＬＥ識別情報が、前記メモリに保存されるように制御し、
　前記ＢＬＥ識別情報を利用し、前記モバイル機器が、前記ディスプレイ装置から所定距
離内に位置するか否かということを判断することを特徴とする請求項１に記載のディスプ
レイ装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ディスプレイ装置に登録されたモバイル機器のオペレーションシステムが、第１オ
ペレーションシステムであるか、あるいは第２オペレーションシステムであるかというこ
とにより、モバイル機器を識別する方式を互いに異なるように設定することを特徴とする
請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項１０】
　第１オペレーションシステムは、アンドロイドオペレーションシステムであり、第２オ
ペレーションシステムは、ｉＯＳオペレーションシステムであることを特徴とする請求項
９に記載のディスプレイ装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　モバイル機器のオペレーションシステムが第１タイプであるならば、所定時間間隔で、
前記ＢＬＥ識別情報の受信いかんをチェックするように、前記通信部を制御することを特
徴とする請求項９に記載のディスプレイ装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記モバイル機器のオペレーションシステムが第２タイプであるならば、所定時間間隔
で、前記ＢＬＥ識別情報の伝送を要請する第１ ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）信号を前記
モバイル機器に伝送し、前記第１ ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）信号によってトリガされ
、前記ＢＬＥ識別情報を含む第２ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）信号の受信いかんをチェッ
クするように、前記通信部を制御することを特徴とする請求項９に記載のディスプレイ装
置。
【請求項１３】
　前記ＢＬＥ識別情報は、
　前記モバイル機器のＢＬＥ ＭＡＣ（media access control）アドレスまたはＩＲＫ（I
dentity Resolving Key）を利用し、ＢＬＥ ＭＡＣアドレスにも変換されるrandom addre
ssを含むことを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項１４】
　少なくとも１つのインストラクションを保存するメモリ、ＢＬＥ通信ネットワークを含
む少なくとも１つの無線ネットワークを介してモバイル機器と通信を行う通信部、及び前
記メモリに保存された前記少なくとも１つのインストラクションを遂行するプロセッサを
少なくとも一つ含む制御部を含むディスプレイ装置の制御方法において、
　アンビエントサービスが実行される正常モードの間、前記ＢＬＥ通信ネットワークを介
して連結されるモバイル機器を識別する情報であるＢＬＥ識別情報が前記モバイル機器か
ら受信されれば、前記制御部で、前記ＢＬＥ識別情報を管理する段階と、



(4) JP 2021-515334 A 2021.6.17

10

20

30

40

50

　スリープモードに入った後、前記モバイル機器から前記ＢＬＥ識別情報が受信されれば
、前記受信されたＢＬＥ識別情報に対応する情報が、前記通信部内に保存されているか否
かということを判断した結果に基づき、前記制御部をウェークアップさせる段階と、を含
むことを特徴とするディスプレイ装置の制御方法。
【請求項１５】
　前記ＢＬＥ識別情報は、
　ＢＬＥ ＭＡＣアドレス、及び第１モバイル機器の任意アドレスのうち少なくとも一つ
を含み、
　前記任意アドレスは、
　ＩＲＫを利用し、ＢＬＥ ＭＡＣアドレスに変換されられる、請求項１に記載のディス
プレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信ネットワークを介してモバイル機器と通信を行うディスプレイ装置
の制御方法、及びそれによるディスプレイ装置に係り、さらに具体的には、本発明は、Ｂ
ＬＥ（Bluetooth Low Energy）通信ネットワークを介して連結されるモバイル機器と通信
を行うディスプレイ装置の制御方法、及びそれによるディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイル機器が広く利用されながら、モバイル機器と異なる電子装置が無線通信ネット
ワークを介して互いに連結され、連結された複数個の電子装置が互いに連動されて利用さ
れる技術が開発されている。ここで、モバイル機器は、ユーザが携帯可能な全ての電子機
器が含まれる。
【０００３】
　また、携帯可能ではない複数個の電子装置も、家庭事物インターネット（Home IoT）プ
ラットホームのような技術によって制御可能になり、モバイル機器と互いに連結て利用及
び／または制御するための技術が開発されている。
【０００４】
　ここで、無線通信ネットワークは、低電力で無線通信を行うことができるブルートゥー
ス（登録商標）（Bluetooth）通信規格による通信ネットワークにもなる。さらに詳細に
は、該ブルートゥース（登録商標）通信規格は、ＢＬＥ（Bluetooth Low Energy）通信ネ
ットワークにもなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　開示された実施形態は、アンビエント（ambient）サービスを提供することができるデ
ィスプレイ装置の制御方法、及びそれによるディスプレイ装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　開示された実施形態は、ディスプレイ装置の電力消耗を低減させることができるディス
プレイ装置の制御方法、及びそれによるディスプレイ装置が提供される。
【発明の効果】
【０００７】
　開示された実施形態により、電力消耗を低減させるディスプレイ装置の制御方法、及び
それによるディスプレイ装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】家庭内において、ＢＬＥ通信ネットワークを介して連結可能な複数個の電子装置
を示す図面である。
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【図２Ａ】画面イメージを表示する、アンビエントサービスを提供するディスプレイ装置
を示す図面である。
【図２Ｂ】画面イメージを表示する、アンビエントサービスを提供するディスプレイ装置
を示す図面である。
【図３】ＢＬＥ無線ネットワークを介して連結されるディスプレイ装置を示す図面である
。
【図４】ＢＬＥ無線ネットワークを介して連結される開示された実施形態によるディスプ
レイ装置と携帯用機器とを示す図面である。
【図５】開示された実施形態によるディスプレイ装置を示すブロック図である。
【図６】開示された実施形態によるディスプレイ装置を示す他のブロック図である。
【図７Ａ】開示された実施形態によるディスプレイ装置と、ＢＬＥネットワークを介して
連結される携帯用機器から出力されるユーザインターフェース画面を示す図面である。
【図７Ｂ】開示された実施形態によるディスプレイ装置で遂行される動作について説明す
るための図面である。
【図８】開示された実施形態によるディスプレイ装置で遂行されるペアリング動作につい
て説明するための図面である。
【図９】開示された実施形態によるディスプレイ装置で遂行される動作について説明する
ための他の図面である。
【図１０】開示された実施形態によるディスプレイ装置で遂行される動作について説明す
るための他の図面である。
【図１１Ａ】開示された実施形態による、携帯用機器とペアリングされるディスプレイ装
置で実行されるアンビエントサービスの動作について説明するための図面である。
【図１１Ｂ】開示された実施形態による、携帯用機器とペアリングされるディスプレイ装
置で実行されるアンビエントサービスの動作について説明するための図面である。
【図１１Ｃ】開示された実施形態による、携帯用機器とペアリングされるディスプレイ装
置で実行されるアンビエントサービスの動作について説明するための図面である。
【図１１Ｄ】開示された実施形態による、携帯用機器とペアリングされるディスプレイ装
置で実行されるアンビエントサービスの動作について説明するための図面である。
【図１２Ａ】開示された実施形態による、携帯用機器で送受信されるＢＬＥ信号を示す図
面である。
【図１２Ｂ】開示された実施形態による、携帯用機器とペアリングされるディスプレイ装
置で実行されるアンビエントサービスの動作について説明するための図面である。
【図１２Ｃ】開示された実施形態による、携帯用機器とペアリングされるディスプレイ装
置で実行されるアンビエントサービスの動作について説明するための図面である。
【図１３】開示された実施形態によるディスプレイ装置の制御方法を示すフローチャート
である。
【図１４】開示された実施形態によるディスプレイ装置の制御方法をさらに詳細に示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本出願は、韓国特許庁に２０１８年３月９日に提出された韓国特許出願番号１０－２０
１８－００２８３０９、及び韓国特許庁に２０１８年５月２３日に提出された１０－２０
１８－００５８６４３に基づいて優先権を主張しており、それらは、その全体が参照によ
り本明細書に組み込まれる。
【００１０】
　開示された実施形態によるディスプレイ装置は、ディスプレイと、少なくとも１つのイ
ンストラクションを保存するメモリと、ＢＬＥ（Bluetooth Low Energy）通信ネットワー
クを含む少なくとも１つの無線ネットワークを介してモバイル機器と通信を行う通信部と
、前記メモリに保存された前記少なくとも１つのインストラクションを遂行するプロセッ
サを少なくとも一つ含む制御部と、を含む。ここで、前記少なくとも１つのプロセッサは
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、アンビエント（ambient）サービスが実行される正常モード（normal mode）の間、前記
ＢＬＥ通信ネットワークを介して連結されるモバイル機器を識別する情報であるＢＬＥ識
別情報が前記モバイル機器から受信されれば、前記ＢＬＥ識別情報を管理する。そして、
前記通信部は、スリープモード（sleep mode）に入った後、前記ＢＬＥ識別情報が前記モ
バイル機器から受信されれば、前記受信されたＢＬＥ識別情報に対応する情報が存在する
か否かということを判断した結果に基づき、前記制御部がウェークアップされるように動
作する。
【００１１】
　また、前記通信部は、所定データを保存する内部メモリを含み、前記受信されたＢＬＥ
識別情報に対応する情報が前記内部メモリに存在すれば、前記制御部がウェークアップさ
れるように動作することができる。
【００１２】
　また、前記通信部は、前記受信されたＢＬＥ識別情報に対応する情報が前記内部メモリ
に存在しなければ、前記スリープモードが続けて維持されるように動作することができる
。
【００１３】
　また、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記正常モードの間、前記通信部から前記
ＢＬＥ識別情報を伝送され、前記ＢＬＥ識別情報に対応する情報が、前記メモリに保存さ
れているか否かということを判断し、前記判断結果に基づき、前記アンビエントサービス
の実行を維持させるか否かということを決定することができる。
【００１４】
　また、前記メモリは、第１メモリ及び第２メモリを含んでもよい。そして、前記少なく
とも１つのプロセッサは、前記正常モードの間、前記ＢＬＥ識別情報が前記モバイル機器
から受信されれば、前記ＢＬＥ識別情報が、前記第１メモリ、及び前記通信部の内部メモ
リに保存されるように制御し、前記正常モードに進入すれば、前記アンビエントサービス
を実行するための第１アプリケーションに対応するプログラムを前記第２メモリに搭載し
、前記第１アプリケーションが実行されるように制御することができる。
【００１５】
　また、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ディスプレイ装置とペアリングされる
第１モバイル機器を登録するために、前記第１モバイル機器から第１ ＢＬＥ識別情報を
受信して前記メモリに保存させ、前記第１ ＢＬＥ識別情報が、前記メモリ、及び前記通
信部の内部メモリに同期化されて保存されるように、前記ＢＬＥ識別情報の保存及びアッ
プデートを管理することができる。
【００１６】
　また、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記正常モードは、前記アンビエントサー
ビスが実行される動作モードを含み、前記スリープモードは、前記アンビエントサービス
が中断され、前記ディスプレイがターンオフされる動作モードを含んでもよい。
【００１７】
　また、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記アンビエントサービス実行のためにペ
アリングされる第１モバイル機器から伝送される第１ ＢＬＥ識別情報が、前記メモリに
保存されるように制御し、前記第１ ＢＬＥ識別情報を利用し、前記第１モバイル機器が
、前記ディスプレイ装置から所定距離内に位置するか否かということを判断することがで
きる。
【００１８】
　また、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ディスプレイ装置に登録されたモバイ
ル機器のオペレーションシステム（ＯＳ）が第１オペレーションシステムであるか、ある
いは第２オペレーションシステムであるかということにより、モバイル機器を認識する方
式を互いに異なるように設定することができる。
【００１９】
　また、第１オペレーションシステムは、アンドロイド（登録商標）（Android）オペレ



(7) JP 2021-515334 A 2021.6.17

10

20

30

40

50

ーションシステムであり、第２オペレーションシステムは、ｉＯＳオペレーションシステ
ムにもなる。
【００２０】
　また、前記少なくとも１つのプロセッサは、モバイル機器のオペレーションシステムが
第１タイプであるならば、所定時間間隔で、前記ＢＬＥ識別情報の受信いかんをチェック
するように、前記通信部を制御することができる。
【００２１】
　また、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記モバイル機器のオペレーションシステ
ムが第２タイプであるならば、所定時間間隔で、前記ＢＬＥ識別情報の伝送を要請する第
１ ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）信号を前記モバイル機器に伝送し、前記第１ ｉＢｅａｃ
ｏｎ（登録商標）信号によってトリガされ、前記ＢＬＥ識別情報を含む第２ｉＢｅａｃｏ
ｎ（登録商標）信号の受信いかんをチェックするように、前記通信部を制御することがで
きる。
【００２２】
　また、前記ＢＬＥ識別情報は、前記モバイル機器のＢＬＥ ＭＡＣ（media access cont
rol）アドレス（ＢＬＥ ＭＡＣ address）またはＩＲＫ（Identity Resolving Key）を利
用してＢＬＥ ＭＡＣアドレスにも変換されるrandom addressを含んでもよい。
【００２３】
　開示された実施形態によるディスプレイ装置の制御方法は、少なくとも１つのインスト
ラクションを保存するメモリ、ＢＬＥ（Bluetooth Low Energy）通信ネットワークを含む
少なくとも１つの無線ネットワークを介してモバイル機器と通信を行う通信部、及び前記
メモリに保存された前記少なくとも１つのインストラクションを遂行するプロセッサを少
なくとも一つ含む制御部を含むディスプレイ装置の制御方法である。該ディスプレイ装置
の制御方法は、アンビエントサービスが実行される正常モード（normal mode）の間、前
記ＢＬＥ通信ネットワークを介して連結されるモバイル機器を識別する情報であるＢＬＥ
識別情報が前記モバイル機器から受信されれば、前記制御部で、前記ＢＬＥ識別情報を管
理する段階と、及びスリープモードに入った後、前記ＢＬＥ識別情報が前記モバイル機器
から受信されれば、前記通信部で、前記受信されたＢＬＥ識別情報に対応する情報が存在
するか否かということを判断した結果に基づき、前記制御部をウェークアップさせる段階
を含む。
【００２４】
　以下では、添付図面を参照し、本発明が属する技術分野において当業者が容易に実施す
ることができるように、本発明の実施形態について詳細に説明する。しかし、本発明は、
さまざまに異なる形態にも具現され、ここで説明する実施形態に限定されるものではない
。そして、図面において、本発明について明確に説明するために、説明と係わりのない部
分は、省略し、明細書全体にわたり、類似した部分については、類似した図面符号を付し
た。
【００２５】
　明細書全体において、ある部分が他の部分と「連結」されているとするとき、それは、
「直接連結」されている場合だけではなく、その中間に他の素子を挟み、「電気的に連結
」されている場合も含む。また、ある部分がある構成要素を「含む」とするとき、それは
、特別に反対になる記載がない限り、他の構成要素を除くものではなく、他の構成要素を
さらに含んでもよいということを意味する。
【００２６】
　本明細書において多様なところに登場する「一部実施形態において」または「一実施形
態において」というような語句は、必ずしもどちらも同一実施形態を示すものではない。
【００２７】
　一部実施形態は、機能的なブロック構成、及び多様な処理段階において示される。その
ような機能ブロックの一部または全部は、特定機能を遂行する多様な個数のハードウェア
構成及び／またはソフトウェア構成によっても具現される。例えば、本開示の機能ブロッ
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クは、１以上のプロセッサまたはマイクロプロセッサによって具現されるか、あるいは所
定機能のための回路構成によっても具現される。また、例えば、本開示の機能ブロックは
、あるプログラミング言語、またはさまざまなスクリプティング言語によっても具現され
る。該機能ブロックは、１以上のプロセッサで実行されるアルゴリズムによっても具現さ
れる。また、本開示は、電子的な環境設定、信号処理及び／またはデータ処理などのため
に、従来技術を採用することができる。「モジュール」及び「構成」のような用語は、汎
用され、機械的であって物理的な構成として限定されるものではない。
【００２８】
　また、図面に図示された構成要素間の連結線または連結部材は、機能的な連結、及び／
または物理的または回路的な連結を例示的に示したものにしか過ぎない。実際の装置にお
いては、代替可能であったり、追加されたりする多様な機能的な連結、物理的な連結、ま
たは回路連結により、構成要素間の連結が示されうる。
【００２９】
　また、「ａ、ｂ、及びｃのうち少なくとも一つ」の表現は、「ａ」、「ｂ」、「ｃ」、
「ａ及びｂ」、「ｂ及びｃ」、「ａ及びｃ」及び「ａ、ｂ、及びｃ」を示すことができる
。
【００３０】
　ＢＬＥを介してモバイル機器と連結される電子機器は、モバイル機器から伝送されるＢ
ＬＥ信号に基づいても制御される。ここで、該電子機器は、ディスプレイ装置のような、
家庭内の固定された位置に配置される固定機器にもなる。
【００３１】
　従来、ＢＬＥ応用は、固定機器からＢＬＥ信号が送出され、モバイル機器で周期的にＢ
ＬＥ信号を検索し、位置を判断する技術として考案された。固定機器から送出されるＢＬ
Ｅ信号に基づき、モバイル機器は、固定機器が特定距離内に存在するか否かということを
判断することができる。そして、前記判断の結果により、固定機器の画面がオンまたはオ
フになるように制御することができる。
【００３２】
　また、モバイル機器からＢＬＥ信号を送出し、固定装置においてＢＬＥ信号を感知する
方式も提案された。
【００３３】
　前述のように、ＢＬＥを利用した、固定機器とモバイル機器との通信を介して、固定機
器の動作を制御する方法及び装置が開発されている。また、該固定機器または該モバイル
機器を利用するユーザの多様な欲求（例えば、特定サービスを提供されたいとする欲求な
ど）を反映させるように、固定機器の動作を制御する方法及び装置が開発されている。
【００３４】
　従って、最小限の電力消耗を介し、便利に固定機器の動作を制御させる方法及び装置を
提供する必要がある。また、ユーザが所望するサービスの提供方向に合わせ、弾力的に制
御動作を遂行することができる方法及び装置を提供する必要がある。
【００３５】
　以下、添付図面を参照し、本開示について詳細に説明する。
【００３６】
　図１は、家庭内において、ＢＬＥ通信ネットワークを介して連結可能な複数個の電子装
置を示す図面である。
【００３７】
　開示された実施形態による電子装置は、無線通信ネットワークを介し、他の電子装置と
連結可能な全ての電子装置にもなる。具体的には、開示された実施形態による電子装置は
、ＢＬＥ通信ネットワークを介し、モバイル機器と連結可能なディスプレイ装置にもなる
。
【００３８】
　具体的には、開示された実施形態による電子装置は、無線通信ネットワークを介し、隣
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接して位置する少なくとも１つの電子装置と所定データを送受信したり、隣接して位置す
る少なくとも１つの電子装置とペアリング（pairing）されたり、隣接して位置する少な
くとも１つの電子装置を遠隔制御したり、あるいは隣接して位置する少なくとも１つの電
子装置から遠隔制御されたりする全ての電子装置にもなる。ここで、該無線通信ネットワ
ークは、ＢＬＥ通信ネットワークにもなる。
【００３９】
　具体的には、開示された実施形態による電子装置は、モバイル機器のような移動可能な
電子装置と、ＢＬＥ通信ネットワークを介して連結可能な、全ての電子装置にもなる。具
体的には、モバイル機器から送出するＢＬＥ信号を受信またはスキャン（scan）すること
ができる電子装置にもなる。具体的には、ＢＬＥ信号を送信する電子装置は、常時、また
は周期的な時間間隔、または設定された時間において、ＢＬＥ信号をスキャンすることが
できる電子装置にもなる。
【００４０】
　以下においては、開示された実施形態による電子装置が、家庭１００内の壁掛型ディス
プレイ装置１６０である場合を例として挙げて説明する。
【００４１】
　ここで、該ディスプレイ装置は、コンテンツ、広告及び案内情報、またはユーザインタ
ーフェース画面などを、ユーザに視覚的に出力するための装置であり、ＴＶ（television
）、デジタル放送用端末機のように、多様な形態で存在することができる。また、該ディ
スプレイ装置は、冷蔵庫のような電子装置に含まれる形態（例えば、冷蔵庫の前面に挿入
されるディスプレイなど）で存在することもできるであろう。また、該ディスプレイ装置
は、固定型として、所定空間にも配置される。
【００４２】
　図１を参照すれば、家庭１００の空間配置図を示す。具体的には、家庭１００内の空間
は、寝室１２０，１３０、キッチン１４０及び居間１１０にも分離される。居間１１０内
には、ディスプレイ装置１６０が配置されうる。具体的には、ディスプレイ装置１６０は
、壁掛型カーブドディスプレイにもなる。
【００４３】
　また、家庭内の構成員は、ディスプレイ装置１６０のユーザにもなる。そして、ユーザ
は、第１携帯用機器１５２を所有することができる。第１携帯用機器１５２とディスプレ
イ装置１６０は、無線通信ネットワークを介しても連結される。ここで、第１携帯用機器
１５２は、ウェアラブルデバイス、スマートフォン、タブレットＰＣ（personal compute
r）、ＰＤＡ（personal digital assistant）、ラップトップコンピュータ、メディアプ
レイヤ、マイクロサーバ、ＧＰＳ（global positioning system）装置のようなモバイル
コンピュータ装置にもなる。
【００４４】
　ここで、第１携帯用機器１５２とディスプレイ装置１６０は、家庭事物インターネット
（Home IoT：home internet of things）プラットホームによっても連結される。具体的
には、ディスプレイ装置１６０は、第１携帯用機器１５２と無線通信ネットワークを介し
ても相互連結される。
【００４５】
　開示された実施形態において、ディスプレイ装置１６０は、第１携帯用機器１５２の制
御によっても動作され、第１携帯用機器１５２の位置を認識し、所定サービス、例えば、
アンビエントサービスまたは所定動作を自動的に遂行することができる。
【００４６】
　第１携帯用機器１５２がＢＬＥ信号を送出する場合、ディスプレイ装置１６０が、第１
携帯用機器１５２から一定距離内に位置する場合、ディスプレイ装置１６０は、ＢＬＥ信
号を認識することができる。すなわち、ディスプレイ装置１６０は、一定距離内において
ＢＬＥ信号が送出された場合にのみ認識が可能である。例えば、ＢＬＥ信号の認識範囲は
、１０メートル前後にもなる。従って、家庭１００内を外れる位置において、携帯用機器
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１５１がＢＬＥ信号を送出する場合、ディスプレイ装置１６０は、ＢＬＥ信号を認識する
ことができない。
【００４７】
　ＢＬＥ信号の認識範囲を利用し、ディスプレイ装置１６０は、第１携帯用機器１５２か
ら送出されるＢＬＥ信号に基づき、オンまたはオフにもなる。すなわち、ユーザが携帯し
て持ち歩く携帯用機器を利用し、ユーザがディスプレイ装置１６０に隣接することを感知
し、それにより、ディスプレイ装置１６０がオンになったりオフになったりする。
【００４８】
　アンビエントサービスは、ＴＶのようなディスプレイ装置の新たなアプリケーションま
たはサービスであり、ＴＶがオフになった場合、ブラック画面の代わりに、意味ある画面
イメージを示すサービスである。アンビエントサービスが実行されるＴＶの画面の例示は
、以下、図２Ａ及び図２Ｂを参照して説明する。
【００４９】
　図２Ａ及び図２Ｂは、それぞれ画面イメージを表示する、アンビエントサービスを提供
するディスプレイ装置を示す図面である。
【００５０】
　一般的に、ＴＶがオフになっている場合（ターンオフされた場合）、ＴＶは、ブラック
画面として示され、いかなる映像もディスプレイされない状態になる。アンビエントサー
ビスは、ＴＶがターンオフされた場合、ディスプレイ上に、ブラック映像の代わりに、名
画、写真または時計のように、意味ある画面イメージがディスプレイされるようにするた
めのサービスである。また、ユーザが、放送局などから送出される特定コンテンツを視聴
しない場合、アンビエントサービスは、ディスプレイ上に、名画、写真または時計のよう
に、意味ある画面イメージをディスプレイさせる。
【００５１】
　図２Ａを参照すれば、ディスプレイ装置２１０は、ディスプレイ上に、少なくとも１枚
の写真を含む画面イメージ２２０をディスプレイすることができる。ディスプレイ装置２
１０が少なくとも１つの写真をディスプレイし、ユーザをして、ディスプレイ装置２１０
を額縁として認識させるものでもある。図２Ａに図示された実施形態において、ディスプ
レイ装置２１０は、電子額縁として動作することができることにもなる。
【００５２】
　図２Ｂを参照すれば、ディスプレイ装置２５０は、ディスプレイ上に時計を含む画面イ
メージ２６０をディスプレイすることができる。
【００５３】
　ディスプレイ装置２１０がアンビエントサービスを実行する間、ユーザは、ディスプレ
イ装置２１０を介し、写真または名画などを鑑賞することができる。または、ディスプレ
イ装置２５０がディスプレイする時計画面イメージ２６０を介し、時間を認識することが
できる。
【００５４】
　アンビエントサービスは、ユーザが所定コンテンツを視聴しない間、ユーザの意図に合
う画面イメージがディスプレイされるようにし、ユーザの便利性を高めるようにする。し
かし、アンビエントサービスが実行される間、ディスプレイ装置２１０，２５０のディス
プレイは、続けてターンオンされた状態が維持するので、パネル寿命が短縮されることに
もなり、続けて電力消耗が発生することになる。
【００５５】
　従って、ユーザ欲求に符合するアンビエントサービスを提供しながらも、電力消耗が低
減されるようにする必要がある。
【００５６】
　従って、電力消耗を防止し、またパネル寿命の短縮を防止するために、ユーザが、家庭
１００内、またはＴＶの前に位置していなければ、ディスプレイをオフにすることが望ま
しい。開示された実施形態においては、アンビエントサービスを実行する画面またはディ
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スプレイのオンまたはオフの制御のために、モバイル機器から送出されるＢＬＥ信号を活
用することができる。
【００５７】
　以下では、図３及び図４を参照し、ＢＬＥ信号を利用して遂行されるディスプレイ装置
の動作について説明する。
【００５８】
　図３は、ＢＬＥ無線ネットワークを介して連結されるディスプレイ装置を示す図面であ
る。ディスプレイ装置３１０は、ディスプレイ装置１６０及び２１０のうち少なくとも一
つにも対応する。
【００５９】
　図３を参照すれば、開示された実施形態によるディスプレイ装置３１０は、モバイル機
器３６０から送出されるＢＬＥ信号を認識することができる。ディスプレイ装置３１０は
、常時、または一定時間ごとに、ＢＬＥ信号をスキャンすることができる。または、ディ
スプレイ装置３１０は、ＢＬＥ信号をモバイル機器３６０に送出し、モバイル機器３６０
がそれに応答し、ＢＬＥ信号をディスプレイ装置３１０に送出すれば、モバイル機器３６
０から送出されるＢＬＥ信号をスキャンすることができる。ここで、該ＢＬＥ信号は、Ｂ
ＬＥパケット、ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）のように、多様な形態によっても形成される
。従って、ディスプレイ装置３１０がＢＬＥ信号を受信する場合、ＢＬＥパケット、ｉＢ
ｅａｃｏｎ（登録商標）のような多様な形態のうちいずれか１つの形態を有するＢＬＥ信
号を受信する場合をいずれも含んでもよい。
【００６０】
　すなわち、モバイル機器３６０は、ＢＬＥ信号を送信する送信端として動作することが
でき、ディスプレイ装置３１０は、ＢＬＥ信号を受信する受信端として動作することがで
きる。すなわち、ディスプレイ装置３１０は、ＢＬＥ信号を受信し、受信されたＢＬＥ信
号によって制御（例えば、ディスプレイ画面がオンまたはオフになるように制御）される
装置にもなる。
【００６１】
　また、以下においては、ＢＬＥ信号を受信する動作が、ＢＬＥ信号を、所定時間間隔ま
たは恒時的にスキャンすることにより、ＢＬＥ信号を認識する場合を含んでもよい。また
、ＢＬＥ信号を受信する動作が、ＢＬＥ信号の受信を要請し、それに対応し、ＢＬＥ信号
を伝送される場合を含んでもよい。
【００６２】
　ここで、該ＢＬＥ信号は、ＢＬＥ通信規格によって形成される信号であり、ＢＬＥパケ
ットを含む。
【００６３】
　具体的には、送信端は、モバイル機器３６０以外にも、移動が可能な電子製品（例：ス
マートウォッチ、タブレットなど）であるならば、いずれでも適用可能である。また、受
信端は、ディスプレイ装置３１０以外にも、ＢＬＥスキャンが可能な電子製品（例：スピ
ーカ、冷蔵庫）に拡大適用が可能である。送信端としては、常時または周期的な要請によ
り、ＢＬＥ信号（例えば、ＢＬＥパケット）が送出され、受信端においては、設定された
時間、または周期的な時間間隔で、ＢＬＥスキャンが行われたり、送信端であるモバイル
機器３６０に、ＢＬＥ信号（例えば、ＢＬＥパケット）を要請したりすることになる。
【００６４】
　また、送信端であるモバイル機器３６０は、ＢＬＥ信号送出が可能なブルートゥース（
登録商標）通信モジュール（図示せず）を搭載し、ＢＬＥアドバタイズメント設定が可能
なアプリケーションによっても構成される。ここで、該ＢＬＥアドバタイズメントは、Ｂ
ＬＥ通信規格により、ＢＬＥ信号を送出すること、または送出されたＢＬＥ信号自体を意
味する。ＢＬＥアドバタイズメント設定により、ＢＬＥ信号がパケット形態（例えば、「
ＢＬＥアドバタイズパケット」または「ＢＬＥアドバタイジングパケット」など）によっ
ても送出される。
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【００６５】
　また、受信端であるディスプレイ装置３１０は、ＢＬＥ信号受信のためのブルートゥー
ス（登録商標）通信モジュール（図示せず）を搭載しており、受信されたＢＬＥ信号に基
づき、スクリーンのオン／オフ制御が可能なアプリケーションによっても構成される。
【００６６】
　図３に図示された例においては、ＢＬＥ信号の受信可能範囲をｄ１とし、ｄ２は、ｄ１
より大きい値であり、ＢＬＥ信号の受信可能範囲を超える場合を例として挙げて図示した
。
【００６７】
　図３を参照すれば、モバイル機器３６０がＰ１位置にある場合、モバイル機器３６０と
ディスプレイ装置３１０との距離は、ｄ１であり、ＢＬＥ信号の受信可能範囲になる。従
って、モバイル機器３６０からＢＬＥ信号を送出した場合、ディスプレイ装置３１０は、
スキャンを介し、モバイル機器３６０から送出されたＢＬＥ信号を受信することができる
。それにより、ディスプレイ装置３１０は、アンビエントサービスを続けて実行するか、
あるいはアンビエントサービスの実行を開始し、ディスプレイ上にアンビエントサービス
に対応する画面イメージ（例えば、時計画面イメージなど）をディスプレイすることがで
きる。
【００６８】
　図３を参照すれば、モバイル機器３６０がＰ２の位置にある場合、モバイル機器３６０
とディスプレイ装置３１０との距離は、ｄ２であり、ＢＬＥ信号の受信可能範囲を外れる
ことになる。従って、モバイル機器３６０からＢＬＥ信号を送出した場合、ディスプレイ
装置３１０は、スキャンを介してモバイル機器３６０から送出されたＢＬＥ信号を受信す
ることができない。それにより、ディスプレイ装置３１０は、アンビエントサービスの実
行を終了したり、アンビエントサービスの実行を開始したりしない。
【００６９】
　図４は、ＢＬＥ無線ネットワークを介して連結される、開示された実施形態による、デ
ィスプレイ装置と携帯用機器とを示す図面である。図４において、図３と同一構成は、同
一図面記号（例えば、ディスプレイ装置３１０など）を利用して図示した。
【００７０】
　図４を参照すれば、開示された実施形態によるディスプレイ装置３１０は、制御部３１
１、通信部３１３、メモリ３１５及びディスプレイ３１７を含む。
【００７１】
　また、ディスプレイ装置３１０と、ＢＬＥ通信ネットワーク４０５を介して連結可能な
モバイル機器３６０は、制御部３６１、通信部３６３及びメモリ３６５を含む。
【００７２】
　まず、モバイル機器３６０の構成及び動作について説明する。
【００７３】
　制御部３６１は、少なくとも１つのプロセッサ（図示せず）を含んでもよい。そして、
少なくとも１つのプロセッサそれぞれは、メモリ３６５に保存された少なくとも１つの命
令語を実行させることにより、所定動作を遂行することができる。
【００７４】
　開示された実施形態において、制御部３６１は、ＢＬＥ信号が送出されるように制御す
ることができる。具体的には、制御部３６１は、モバイル機器３６０のオペレーションシ
ステムにより、互いに異なる方式により、ＢＬＥ信号の送出を制御することができる。Ｂ
ＬＥ信号の送出方式は、以下、図１１Ａないし図１２Ｃを参照し、詳細に説明する。
【００７５】
　通信部３６３は、所定無線通信規格により、外部の電子装置（例えば、ディスプレイ装
置３１０など）と無線通信を行う少なくとも１つの通信モジュール（図示せず）を含んで
もよい。具体的には、通信部３６３は、ＢＬＥ通信規格によって無線通信を行うブルート
ゥース（登録商標）通信モジュール（図示せず）を含んでもよい。ここで、該ブルートゥ



(13) JP 2021-515334 A 2021.6.17

10

20

30

40

50

ース（登録商標）通信モジュール（図示せず）は、ＢＬＥモジュールにもなり、ＢＬＥ信
号を送信または受信することができる。
【００７６】
　また、通信部３６３は、ブルートゥース（登録商標）通信モジュール（図示せず）以外
にも、無線ＬＡＮ（Local Area Network）及び有線イーサネットのような通信規格によっ
て無線通信を行う通信モジュールを含んでもよい。ここで、該無線ＬＡＮ通信モジュール
（図示せず）は、Ｗｉ－Ｆｉ通信規格によって無線通信を行うＷｉ－Ｆｉ通信モジュール
（図示せず）などを含んでもよい。
【００７７】
　通信部３６３は、制御部３６１の制御によってＢＬＥ信号を送出することができる。
【００７８】
　メモリ３６５は、制御部３６１によって実行される少なくとも１つの命令語を保存する
ことができる。また、所定データを保存することができる。
【００７９】
　開示された実施形態において、モバイル機器３６０は、ディスプレイ装置３１０の要請
により、ＢＬＥ信号を送出することができる。または、モバイル機器３６０は、一定時間
間隔ごとに、ＢＬＥ信号を送出することができる。
【００８０】
　続けて、開示された実施形態によるディスプレイ装置３１０の構成及び動作について説
明する。
【００８１】
　ディスプレイ３１７は、制御部３１１の制御によって映像をディスプレイする。ここで
、該映像は、ユーザが視覚的に認識することができる全てのデータにもなる。具体的には
、該映像は、放送コンテンツのような動画、ゲーム、写真、時計などを示す画面イメージ
などにもなる。アンビエントサービスに対応する画面イメージとしては、名画、写真、時
計、風景などの画面イメージにもなる。
【００８２】
　メモリ３１５は、少なくとも１つのインストラクションを保存する。
【００８３】
　制御部３１１は、メモリ３１５に保存された少なくとも１つのインストラクションを遂
行するプロセッサ（図示せず）を少なくとも一つ含む。具体的には、制御部３１１に含ま
れるプロセッサは、メモリ３１５に保存されている少なくとも１つのインストラクション
を実行させ、所定動作が遂行されるように制御することができる。
【００８４】
　通信部３１３は、ＢＬＥ通信ネットワーク４０５を含む少なくとも１つの無線ネットワ
ークを介し、モバイル機器３６０と通信を行うことができる。具体的には、通信部３１３
は、ＢＬＥ通信ネットワーク４０５を介してＢＬＥ信号を受信することができる。モバイ
ル機器３６０から送出されるＢＬＥ信号を受信またはスキャンする動作は、以下において
、図１１Ａ及び図１２Ｂを参照して詳細に説明する。
【００８５】
　開示された実施形態において、ＢＬＥ信号は、モバイル機器３６０を識別する情報であ
るＢＬＥ識別情報を含んでもよい。以下においては、モバイル機器３６０から送出される
ＢＬＥ信号に、ＢＬＥ識別情報が含まれる場合を例として挙げて説明する。
【００８６】
　また、開示された実施形態において、ディスプレイ装置３１０の動作モードは、正常モ
ード及びスリープモードを含んでもよい。
【００８７】
　該正常モードは、ディスプレイ装置３１０の全ての構成に電源が供給される動作状態を
意味する。従って、該正常モードにおいては、ディスプレイ装置３１０が所定映像をディ
スプレイしていることになる。具体的には、アンビエントサービスは、正常モードの間に
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実行され、正常モードではない場合、アンビエントサービスの実行は、中断される。
【００８８】
　該スリープモードは、ディスプレイ装置３１０の電源が節約されるモードであり、通信
部３１３には、電源が供給され、外部の電子装置（例えば、モバイル機器３６０または遠
隔制御装置（remote controller）（図示せず）など）から、制御信号または所定データ
を送受信することができる動作状態を意味する。該スリープモードにおいては、通信部３
１３以外の構成には、電源供給が遮断されうる。該スリープモードは、待機モード（stan
dby mode）または節電モードとも称される。
【００８９】
　また、「ウェークアップ」は、スリープモードにあるディスプレイ装置３１０が正常モ
ードに入るために活性化される動作を意味する。ディスプレイ装置３１０がスリープモー
ドにある場合、制御部３１１で電源供給が遮断され、制御部３１１は、動作しておらず、
通信部３１３だけに電源が供給され、通信部３１３だけ動作可能な状態にある。その場合
、通信部３１３は、スキャンまたは受信されるＢＬＥ信号により、制御部３１１をウェー
クアップさせるための信号を制御部３１１に伝達することができる。
【００９０】
　具体的には、制御部３１１に含まれるプロセッサ（図示せず）は、アンビエントサービ
スが実行される正常モードの間、ＢＬＥ通信ネットワーク４０５を介して連結されるモバ
イル機器３６０を識別する情報であるＢＬＥ識別情報が、モバイル機器３６０から受信さ
れれば、ＢＬＥ識別情報を管理する。ここで、該「管理」は、ＢＬＥ識別情報を伝送され
て利用する全ての動作を意味する。具体的には、該「管理」は、ＢＬＥ識別情報を制御部
３１１が伝達され、伝達されたＢＬＥ識別情報に対応する情報が、メモリ３６５に存在す
るか否かということにより、制御部３１１が遂行する全ての動作を含んでもよい。
【００９１】
　そして、通信部３１３は、スリープモードに入った後、ＢＬＥ識別情報がモバイル機器
３６０から受信されれば、受信されたＢＬＥ識別情報に対応する情報が存在するか否かと
いうことを判断した結果に基づき、制御部３６１に含まれるプロセッサ（図示せず）がウ
ェークアップされるように動作することができる。
【００９２】
　ここで、該ＢＬＥ識別情報は、ＢＬＥ通信ネットワーク４０５を介して連結されるモバ
イル機器３６０を識別する情報にもなる。すなわち、該ＢＬＥ識別情報は、ＢＬＥ信号を
送出したモバイル機器３６０を識別するための情報にもなる。具体的には、該ＢＬＥ識別
情報は、ＢＬＥアドレス（例えば、ＢＬＥ ＭＡＣアドレス）を含んでもよい。
【００９３】
　また、該ＢＬＥ識別情報は、所定暗号キーを利用してＢＬＥアドレスを復元させる任意
アドレス（random address）を含んでもよい。例えば、該ＢＬＥ識別情報がモバイル機器
３６０の任意アドレスを含む場合、ディスプレイ装置３１０は、ＢＬＥペアリング段階で
獲得されたＩＲＫを利用して受信された任意アドレス値を、本来のアドレスである、ＢＬ
Ｅペアリング時に伝送されていたアドレスである「ＢＬＥアドレス」に変換することがで
きる。
【００９４】
　ＢＬＥ ＭＡＣアドレス以外にも、該ＢＬＥ識別情報は、ＢＬＥ通信ネットワーク４０
５に連結される外部電子装置を識別することができる情報を含んでもよい。
【００９５】
　図７Ｂを参照すれば、開示された実施形態によるディスプレイ装置３１０は、正常モー
ドであるか、またはスリープモードであるかということにより（Ｓ７０２）、制御部３１
１または通信部３１３のうちいずれか一つが、ＢＬＥ識別情報を管理する動作主体になる
（Ｓ７３０、Ｓ７４０）。
【００９６】
　ディスプレイ装置３１０の動作モードが、正常モードであるか否かということにより、
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ディスプレイ装置３１０が、アンビエントサービスが実行される正常モードにあれば、制
御部３１１がＢＬＥ識別情報を管理する動作主体にもなる（Ｓ７３０）。具体的には、制
御部３１１に含まれるプロセッサ（図示せず）は、アンビエントサービスが実行される正
常モードの間、ＢＬＥ通信ネットワーク４０５を介して連結されるモバイル機器３６０を
識別する情報であるＢＬＥ識別情報が、モバイル機器３６０から受信されれば、ＢＬＥ識
別情報を管理する。
【００９７】
　そして、ディスプレイ装置３１０がスリープモードにあれば、通信部３１３が、ＢＬＥ
識別情報を管理する動作主体にもなる（Ｓ７４０）。具体的には、通信部３１３は、スリ
ープモードに入った後、ＢＬＥ識別情報がモバイル機器３６０から受信されれば、受信さ
れたＢＬＥ識別情報に対応する情報が存在するか否かということを判断した結果に基づき
、制御部３６１に含まれるプロセッサ（図示せず）がウェークアップされるように動作す
ることができる。
【００９８】
　スリープモードに入った後には、通信部３１３は、モバイル機器３６０から送出された
ＢＬＥ信号に含まれるＢＬＥ識別情報を獲得することができる。スリープモードに入った
後には、通信部３１３は、獲得されたＢＬＥ識別情報を制御部３１１に伝達せず、自主的
にＢＬＥ識別情報を管理することにより、電力消耗を低減させることができる。具体的に
は、通信部３１３は、獲得された識別情報に対応する情報が、通信部３１３内部のメモリ
に保存されているか否かということを判断した結果に基づき、プロセッサがウェークアッ
プされるように動作することができる。
【００９９】
　具体的には、通信部３１３は、所定データを保存する内部メモリ（図示せず）を含んで
もよい。そして、該内部メモリ（図示せず）は、ディスプレイ装置３１０とペアリングさ
れる外部電子装置（例えば、モバイル機器））のＢＬＥ識別情報を保存することができる
。ここで、ディスプレイ装置３１０とペアリングされる外部電子装置は、ディスプレイ装
置３１０に登録された電子装置にもなる。ディスプレイ装置３１０は、ペアリングまたは
登録の段階において、外部電子装置（図示せず）のＢＬＥ識別情報を獲得し、それを通信
部３１３の内部メモリ（図示せず）及びメモリ３６５に保存することができる。
【０１００】
　従って、通信部３１３は、受信されたＢＬＥ識別情報に対応する情報が、通信部３１３
の内部メモリ（図示せず）に存在すれば、制御部３６１に含まれるプロセッサがウェーク
アップされるように、制御部３６１にウェークアップ信号を伝送することができる。また
、通信部３１３は、受信されたＢＬＥ識別情報に対応する情報が、通信部３１３の内部メ
モリ（図示せず）に存在しなければ、制御部３６１に含まれるプロセッサがウェークアッ
プされないようにし、スリープモードが続けて維持されるように動作することができる。
【０１０１】
　例えば、第１モバイル機器が、第１ ＢＬＥ識別情報値を有し、第２モバイル機器が、
第２ ＢＬＥ識別情報を有する場合を例に挙げる。そして、該第１モバイル機器は、ディ
スプレイ装置３１０に、ペアリング動作遂行を介して登録された装置であり、第２モバイ
ル機器は、ディスプレイ装置３１０に登録されていない装置であるとする。
【０１０２】
　その場合、ディスプレイ装置３１０は、第１モバイル機器とのペアリング動作遂行段階
において、通信部３１３の内部メモリ（図示せず）、及び制御部３６１に参照されるメモ
リ３６５に、第１ ＢＬＥ識別情報を保存させることになる。ペアリング後に後続する時
点において、通信部３１３に第１ ＢＬＥ識別情報が感知または受信されれば、通信部３
１３は、感知または受信された第１ ＢＬＥ識別情報に対応する情報が、通信部３１３の
内部メモリ（図示せず）に保存されているか否かということを判断することにより、第１
 ＢＬＥ識別情報を送出した第１モバイル機器が、ディスプレイ装置３１０に登録された
装置であるか否かということを判断することができる。前述の例において、通信部３１３



(16) JP 2021-515334 A 2021.6.17

10

20

30

40

50

は、感知または受信された第１ ＢＬＥ識別情報と対応する、具体的に同一情報が通信部
３１３の内部メモリ（図示せず）に保存されているので、通信部３１３は、制御部３１１
がウェークアップされるように、ウェークアップ信号を制御部３１１に含まれる少なくと
も１つのプロセッサに伝送することができる。また、制御部３１１がウェークアップされ
れば、制御部３１１は、ユーザがディスプレイ装置３１０周囲に存在すると認識し、アン
ビエントサービスが実行されるように制御することができる。
【０１０３】
　また、ペアリング後に後続する時点において、通信部３１３に第２ ＢＬＥ識別情報が
感知または受信されれば、通信部３１３は、感知または受信された第２ ＢＬＥ識別情報
に対応する情報が、通信部３１３の内部メモリ（図示せず）に保存されているか否かとい
うことを判断することにより、第２ ＢＬＥ識別情報を送出した第２モバイル機器が、デ
ィスプレイ装置３１０に登録された装置であるか否かということを判断することができる
。前述の例において、通信部３１３は、感知または受信された第２ ＢＬＥ識別情報と対
応する、具体的に同一情報は、通信部３１３の内部メモリ（図示せず）に保存されていな
い。従って、通信部３１３は、第２モバイル機器が、ディスプレイ装置３１０に登録され
た機器ではないと判断し、制御部３１１がウェークアップされるようにせず、続けてスリ
ープモードが維持されるように動作することができる。すなわち、感知または受信された
第２ ＢＬＥ識別情報を無視し、スリープモードを続けて維持することができる。
【０１０４】
　前述のように、開示された実施形態によるディスプレイ装置３１０は、ＢＬＥ識別情報
を利用し、ディスプレイ装置３１０がウェークアップされる前、ＢＬＥ識別情報を管理す
る主体が通信部３１３になるようにすることにより、不要にディスプレイ装置３１０がウ
ェークアップされることを防止することができる。従って、ＢＬＥ識別情報が受信または
感知された場合、ＢＬＥ識別情報を送出した外部電子装置が、登録された機器であるか否
かということを判断し、後続動作（例えば、ウェークアップ動作遂行またはスリープモー
ド続けて維持など）に消耗される電力を最小化させることができる。
【０１０５】
　図５は、開示された実施形態によるディスプレイ装置を示すブロック図である。ディス
プレイ装置５００は、ディスプレイ装置１６０，２１０及び３１０のうち少なくとも一つ
にも対応する。
【０１０６】
　図５に図示されたディスプレイ装置５００において、図４に図示されたディスプレイ装
置３１０と同一構成は、同一図面記号を利用して図示した。従って、ディスプレイ装置５
００についての説明にあたり、図４と重複される説明は、省略する。
【０１０７】
　図５を参照すれば、ディスプレイ装置５００は、制御部３１１、通信部３１３、メモリ
３１５、ディスプレイ３１７及びユーザインターフェース５５０を含む。ディスプレイ装
置５００は、例えば、ＢＬＥ通信ネットワーク４０５（図４）を介し、モバイル機器３６
０と通信することができる。
【０１０８】
　ディスプレイ３１７は、制御部３１１の制御によって映像をディスプレイする。具体的
には、ディスプレイ３１７は、アンビエントサービスが実行される間には、アンビエント
サービスに対応する画面イメージをディスプレイすることができる。ここで、アンビエン
トサービスに対応する画面イメージとしては、名画、写真、時計、風景画面などにもなる
。
【０１０９】
　ディスプレイ３１７がターンオフされれば、ディスプレイ３１７の画面は、ブラック画
面にもなる。また、ディスプレイ３１７がターンオンされた場合、すなわち、ディスプレ
イ装置５００が正常モードにある場合、ディスプレイ３１７は、所定コンテンツに対応す
る画面イメージをディスプレイすることができる。または、ディスプレイ３１７がターン
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オンされた後、アンビエントサービスを実行中である場合、ディスプレイ３１７は、アン
ビエントサービスに対応する対応する画面イメージをディスプレイすることができる。
メモリ３１５は、少なくとも１つのインストラクションを保存する。
【０１１０】
　制御部３１１は、メモリ３１５に保存された少なくとも１つのインストラクションを遂
行するプロセッサ（図示せず）を少なくとも一つ含む。具体的には、制御部３１１に含ま
れるプロセッサは、メモリ３１５に保存されている少なくとも１つのインストラクション
を実行させ、所定動作が遂行されるように制御することができる。
【０１１１】
　具体的には、制御部３１１は、前述の動作、及び後述する動作を遂行する少なくとも１
つのプログラムが保存されたメモリ（図示せず）、及び保存された少なくとも１つのプロ
グラムを実行する少なくとも１つのプロセッサを含んでもよい。ここで、制御部３１１の
内部に具備されるメモリ（図示せず）は、メモリ３１５に対応し、前述の少なくとも１つ
のインストラクションを保存することができる。また、制御部３１１の内部にメモリ（図
示せず）を具備せず、メモリ３１５のみを具備し、メモリ３１５に、前述の少なくとも１
つのプログラムを保存することもできる。
【０１１２】
　具体的には、制御部３１１は、ディスプレイ装置５００の外部から入力される信号また
はデータを保存するか、あるいはディスプレイ装置５００で遂行される多様な作業に対応
する保存領域として使用されるＲＡＭ（random access memory）（図示せず）、ディスプ
レイ装置５００の制御のための制御プログラムが保存されたＲＯＭ（read only memory）
（図示せず）、及び少なくとも１つのプロセッサ（図示せず）を含んでもよい。ここで、
ＲＡＭ（図示せず）は、情報を記録したり読み取ったりするか、あるいは記録された情報
を修正することができる全てのメモリを含んでもよく、「揮発性メモリ（volatile memor
y）」とも呼ばれる。また、ＲＯＭ（図示せず）は、１回記録された情報を読み取ること
だけでき、修正することができないメモリを含み、「不揮発性メモリ（non-volatile mem
ory）」とも呼ばれる。また、前述の制御部３１１に含まれるＲＡＭ（図示せず）及びＲ
ＯＭ（図示せず）は、メモリ３１５内に含まれる形態にも形成される。また、制御部３１
１及びメモリ３１５は、それぞれＲＡＭ（図示せず）及びＲＯＭ（図示せず）を含んでも
よい。
【０１１３】
　また、メモリ３１５は、フラッシュメモリタイプ（flash memory type）、ハードディ
スクタイプ（hard disk type）、マルチメディアカードマイクロタイプ（multimedia car
d micro type）、カードタイプのメモリ（例えば、ＳＤメモリまたはＸＤメモリなど）、
ＲＡＭ、ＳＲＡＭ（static random access memory）、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（electrica
lly erasable and programmable read only memory）、ＰＲＯＭ（programmable read on
ly memory）、磁気メモリ、磁気ディスク、光ディスクのうち少なくとも１のタイプの記
録媒体を含んでもよい。
【０１１４】
　また、図４で説明したモバイル機器３６０の制御部３６１の内部構成は、前述の制御部
３１１の詳細構成と同一にも対応する。
【０１１５】
　モバイル機器３６０のメモリ３６５は、前述のメモリ３１５の詳細構成と同一にも対応
する。
【０１１６】
　また、制御部３１１に含まれるプロセッサ（図示せず）は、ビデオに対応するグラフィ
ック処理のためのグラフィックプロセッサ（graphic processing unit）（図示せず）を
含んでもよい。
【０１１７】
　また、制御部３１１に含まれるプロセッサ（図示せず）は、コア（図示せず）とＧＰＵ
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（図示せず）とを統合したＳｏＣ（system on chip）によっても具現される。プロセッサ
（図示せず）は、シングルコア、デュアルコア、トリプルコア、クアッドコア、及びその
倍数のコアを含んでもよい。
【０１１８】
　通信部３１３は、ＢＬＥ通信ネットワーク４０５を含む少なくとも１つの無線ネットワ
ークを介してモバイル機器３６０と通信を行うことができる。具体的には、通信部３１３
は、ＢＬＥ通信ネットワーク４０５を介し、ＢＬＥ信号を受信することができる。
【０１１９】
　具体的には、通信部３１３は、無線通信を行うことができる少なくとも１つの通信モジ
ュールを含んでもよい。具体的には、通信部３１３に含まれる通信モジュールとしては、
ブルートゥース（登録商標）モジュール５１１及び無線ＬＡＮモジュール５１２を含んで
もよい。また、通信部３１３は、内部メモリ５１３を含んでもよい。
【０１２０】
　ブルートゥース（登録商標）モジュール５１１は、ブルートゥース（登録商標）通信規
格により、外部電子装置２５０から送信されるブルートゥース（登録商標）信号を受信す
る。ここで、ブルートゥース（登録商標）モジュール５１１は、ＢＬＥモジュールにもな
り、ＢＬＥ信号を受信することができる。
【０１２１】
　具体的には、ブルートゥース（登録商標）モジュール５１１は、ＢＬＥ信号が受信され
るか否かということを感知するために、常時的または一時的に、ＢＬＥ信号をスキャンす
ることができる。
【０１２２】
　また、通信部３１３は、無線ＬＡＮモジュール５１２をさらに含んでもよい。無線ＬＡ
Ｎモジュール５１２は、Ｗｉ－Ｆｉ通信規格により、外部電子装置２５０から送信される
Ｗｉ－Ｆｉ信号を受信することができる。
【０１２３】
　また、通信部３１３は、図示されたブルートゥース（登録商標）モジュール５１１及び
無線ＬＡＮモジュール５１２以外にも、互いに異なる種類の無線信号を送受信することが
できる少なくとも１つの無線通信モジュールをさらに含んでもよい。
【０１２４】
　以下においては、通信部３１３がＢＬＥモジュールに形成され、ＢＬＥ信号を受信する
場合を例として挙げて説明する。
【０１２５】
　開示された実施形態において、通信部３１３は、内部に内部メモリ５１３を含んでもよ
い。内部メモリ５１３は、ブルートゥース（登録商標）モジュール５１１を介して受信さ
れるＢＬＥ信号に含まれるＢＬＥ識別情報を保存することができる。また、内部メモリ５
１３は、通信部３１３が、外部の電子装置、例えば、モバイル機器３６０と無線通信を行
うのに必要なデータを保存することができる。例えば、ディスプレイ装置５００がモバイ
ル機器３６０と、ブルートゥース（登録商標）通信ネットワークを介して連結される場合
、モバイル機器３６０のブルートゥース（登録商標）ＭＡＣアドレス（ＢＴ ＭＡＣアド
レス：Bluetooth ＭＡＣアドレス）などを受信し、モバイル機器３６０とのペアリング動
作を遂行することができる。それにより、内部メモリ５１３は、モバイル機器３６０で受
信されるブルートゥース（登録商標）ＭＡＣアドレスを保存することができる。
【０１２６】
　ディスプレイ３１７は、所定情報をユーザに、視覚的に認識させる画面イメージのよう
なビデオ信号を出力する。
【０１２７】
　ユーザインターフェース５５０は、ディスプレイ装置５００を制御するためのユーザ入
力を受信することができる。ユーザインターフェース５５０は、ユーザのタッチを感知す
るタッチパネル、ユーザのプッシュ操作を受信するボタン、ユーザの回転操作を受信する
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ホイール、キーボード及びドームスイッチなどを含むユーザ入力デバイスを含んでもよい
が、それらに制限されるものではない。
【０１２８】
　開示された実施形態において、制御部３１１の制御により、モバイル機器３６０とのペ
アリング及び／または登録のためのユーザインターフェース画面（図示せず）が出力され
る場合、ユーザは、ユーザインターフェース５５０を介し、モバイル機器３６０を登録す
るためのデータ及び／または命令を入力することができる。それにより、制御部３１１は
、ユーザの入力に基づき、モバイル機器３６０とのペアリング及び／または登録動作を遂
行することができる。
【０１２９】
　図６は、開示された実施形態によるディスプレイ装置を示す他のブロック図である。
【０１３０】
　図６は、開示された実施形態によるディスプレイ装置を示すブロック図である。
【０１３１】
　開示された実施形態によるディスプレイ装置６００は、図１ないし図５を参照して説明
したディスプレイ装置３１０または５００に同一対応する。それにより、ディスプレイ装
置６００についての説明にあたり、図１ないし図５と重複する説明は、省略する。具体的
には、ディスプレイ装置６００は、無線信号であるＢＬＥ信号を受信するディスプレイ装
置にもなる。
【０１３２】
　図６を参照すれば、ディスプレイ装置６００は、ビデオ処理部６１０、ディスプレイ部
６１５、オーディオ処理部６２０、オーディオ出力部６２５、電源部６３０、チューナ部
６４０、通信部６５０、感知部６６０、入出力部６７０、制御部６８０、メモリ６９０を
含む。
【０１３３】
　ここで、制御部６８０は、図５に図示されたディスプレイ装置５００の制御部３１１に
も対応する。また、図５に図示された通信部３１３、ブルートゥース（登録商標）モジュ
ール５１１、無線ＬＡＮモジュール５１２、ディスプレイ３１７及びメモリ３１５は、そ
れぞれ図６に図示されたディスプレイ装置６００の通信部６５０、ブルートゥース（登録
商標）モジュール６５２、無線ＬＡＮモジュール６５１、ディスプレイ部６１５及びメモ
リ６９０に対応する。従って、図６に図示されたディスプレイ装置６００についての説明
にあたり、開示された実施形態によるディスプレイ装置５００の説明と重複する説明は、
省略する。
【０１３４】
　ビデオ処理部６１０は、ディスプレイ装置６００が受信したビデオデータに対する処理
を行う。ビデオ処理部６１０においては、ビデオデータに対するデコーディング、スケー
リング、ノイズフィルタリング、フレームレート変換、解像度変換のような多様なイメー
ジ処理を行うことができる。
【０１３５】
　制御部６８０は、ビデオ処理部６１０で処理されたビデオデータに対する記録要請を受
信し、ビデオデータを暗号化し、制御部６８０またはメモリ６９０に含まれるメモリ装置
（図示せず）、例えば、ＲＡＭ（図示せず）に記録されるように制御することができる。
【０１３６】
　ディスプレイ部６１５は、制御部６８０の制御により、チューナ部６４０を介して受信
された放送信号に含まれたビデオを画面に表示する。また、ディスプレイ部６１５は、通
信部６５０または入出力部６７０を介して入力されるコンテンツ（例えば、動画）を表示
することができる。
【０１３７】
　また、ディスプレイ部６１５は、制御部６８０の制御により、メモリ６９０に保存され
た映像を出力することができる。また、ディスプレイ部６１５は、音声認識に対応する音
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声認識タスクを遂行するための音声ＵＩ（user interface）（例えば、音声命令語ガイド
を含む）、またはモーション認識に対応するモーション認識タスクを遂行するためのモー
ションＵＩ（例えば、モーション認識のためのユーザモーションガイドを含む）を表示す
ることができる。
【０１３８】
　オーディオ処理部６２０は、オーディオデータに対する処理を行う。オーディオ処理部
６２０においては、オーディオデータに対するデコーディングや増幅やノイズフィルタリ
ングのような多様な処理が行われうる。一方、オーディオ処理部６２０は、複数のコンテ
ンツに対応するオーディオを処理するために、複数のオーディオ処理モジュールを具備す
ることができる。
【０１３９】
　オーディオ出力部６２５は、制御部６８０の制御により、チューナ部６４０を介して受
信された放送信号に含まれたオーディオを出力する。オーディオ出力部６２５は、通信部
６５０または入出力部６７０を介して入力されるオーディオ（例えば、音声、サウンド）
を出力することができる。また、オーディオ出力部６２５は、制御部６８０の制御により
、メモリ６９０に保存されたオーディオを出力することができる。オーディオ出力部６２
５は、スピーカ６２６、ヘッドフォン出力端子６２７またはＳ／ＰＤＩＦ（Sony/Philips
 Digital Interface）出力端子６２８のうち少なくとも一つを含んでもよい。オーディオ
出力部６２５は、スピーカ６２６、ヘッドフォン出力端子６２７及びＳ／ＰＤＩＦ出力端
子６２８の組み合わせを含んでもよい。
【０１４０】
　開示された実施形態において、スピーカ６２６は、音波信号を出力することができる。
具体的には、スピーカ６２６は、超音波信号を出力することができる。
【０１４１】
　電源部６３０は、制御部６８０の制御により、ディスプレイ装置６００内部の構成要素
に、外部の電源ソースから入力される電源を供給する。また、電源部６３０は、制御部６
８０の制御により、ディスプレイ装置６００内部に位置する１または２以上のバッテリ（
図示せず）から出力される電源を内部の構成要素に供給することができる。
【０１４２】
　チューナ部６４０は、有線または無線で受信される放送信号を、増幅（amplification
）、混合（mixing）、共振（resonance）などを介し、多い電波成分のうち、ディスプレ
イ装置６００で受信するチャンネルの周波数のみをチューニング（tuning）して選択する
ことができる。該放送信号は、オーディオ、ビデオ及び付加情報（例えば、ＥＰＧ（elec
tronic program guide））を含む。
【０１４３】
　チューナ部６４０は、ユーザ入力（例えば、外部の制御装置（図示せず）、例えば、遠
隔制御装置から受信される制御信号、例えば、チャネル番号入力、チャネルのアップダウ
ン（up-down）入力及びＥＰＧ画面でのチャネル入力）により、チャネル番号（例えば、
ケーブル放送５０６番）に対応する周波数帯域で放送信号を受信することができる。
【０１４４】
　チューナ部６４０は、地上波放送、ケーブル放送、衛星放送、インターネット放送のよ
うに、多様なソースから放送信号を受信することができる。チューナ部６４０は、アナロ
グ放送またはデジタル放送のようなソースから、放送信号を受信することもできる。チュ
ーナ部６４０を介して受信された放送信号は、デコーディング（decoding、例えば、オー
ディオデコーディング、ビデオデコーディングまたは付加情報デコーディング）され、オ
ーディオ、ビデオ及び／または付加情報に分離される。分離されたオーディオ、ビデオ及
び／または付加情報は、制御部６８０の制御により、メモリ６９０にも保存される。
【０１４５】
　ディスプレイ装置６００のチューナ部６４０は、一つでもあり、複数でもある。一実施
形態により、チューナ部６４０が複数個によってなる場合、ディスプレイ部６１５に提供
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されるマルチウインドウ画面をなす複数個のウィンドウに、複数個の放送信号を出力する
ことができる。
【０１４６】
　チューナ部６４０は、ディスプレイ装置６００と一体型（all-in-one)に具現されるか
、あるいはディスプレイ装置６００と電気的に連結されるチューナ部を有する別個の装置
（例えば、セットトップボックス（set-top box）（図示せず）、入出力部６７０に連結
されるチューナ部（図示せず））によっても具現される。
【０１４７】
　通信部６５０は、制御部６８０の制御により、ディスプレイ装置６００を外部装置（例
えば、オーディオ装置など）と連結することができる。制御部６８０は、通信部６５０を
介して連結された外部装置に、コンテンツを送／受信したり、外部装置からアプリケーシ
ョンをダウンロードしたり、ウェブブラウジングをしたりすることができる。具体的には
、通信部６５０は、ネットワークに接続し、外部装置（図示せず）からコンテンツを受信
することができる。
【０１４８】
　前述のように、通信部６５０は、近距離通信モジュール（図示せず）、有線通信モジュ
ール（図示せず）及び移動通信モジュール（図示せず）のうち少なくとも一つを含んでも
よい。
【０１４９】
　図６においては、通信部６５０が、無線ＬＡＮ ６５１、ブルートゥース（登録商標）
モジュール６５２及び有線イーサネット（Ether net）１５３のうち一つを含む場合を例
として挙げて図示した。
【０１５０】
　また、通信部６５０は、無線ＬＡＮ ６５１、ブルートゥース（登録商標）モジュール
６５２及び有線イーサネット１５３の組み合わせを含んでもよい。また、通信部６５０は
、制御部６８０の制御により、制御装置（図示せず）の制御信号を受信することができる
。該制御信号は、ブルートゥース（登録商標）タイプ、ＲＦ信号タイプまたはＷｉ－Ｆｉ
タイプによっても具現される。
【０１５１】
　開示された実施形態において、ブルートゥース（登録商標）モジュール６５２は、ＢＬ
Ｅ通信規格によるＢＬＥ信号を送信または受信することができる。
【０１５２】
　通信部６５０は、ブルートゥース（登録商標）以外に、他の近距離通信（例えば、ＮＦ
Ｃ（near-field communication））、別途のＢＬＥモジュール）をさらに含んでもよい。
【０１５３】
　感知部６６０は、ユーザの音声、ユーザの映像、またはユーザのインタラクションを感
知する。
【０１５４】
　マイク６６１は、ユーザの発話（utterance）された音声を受信する。マイク６６１は
、受信された音声を電気信号に変換し、制御部６８０に出力することができる。ユーザ音
声は、例えば、ディスプレイ装置６００のメニューまたは機能に対応する音声を含んでも
よい。例えば、マイク６６１の認識範囲は、マイク６６１からユーザ位置まで４ｍ以内を
勧め、マイク６６１の認識範囲は、ユーザ音声の大きさと、周辺環境（例えば、スピーカ
音、周辺騒音）に対応しても異なる。
【０１５５】
　マイク６６１は、ディスプレイ装置６００と、一体型または分離型にも具現される。分
離されたマイク６６１は、通信部６５０または入出力部６７０を介し、ディスプレイ装置
６００と電気的に連結されうる。
【０１５６】
　開示された実施形態において、マイク６６１は、ユーザ音声以外にも、音波信号を受信



(22) JP 2021-515334 A 2021.6.17

10

20

30

40

50

することができる。具体的には、マイク６６１は、超音波信号を受信することができる。
【０１５７】
　ディスプレイ装置６００の性能及び構造により、マイク６６１が除かれうるということ
は、当該技術分野において当業者であるならば、容易に理解されるであろう。
【０１５８】
　カメラ部６６２は、カメラ認識範囲において、ジェスチャを含むユーザのモーションに
対応する映像（例えば、連続フレーム）を受信する。例えば、カメラ部６６２の認識範囲
は、カメラ部６６２からユーザまで、０．１～５ｍ以内距離にもなる。ユーザモーション
は、例えば、ユーザの顔、表情、手、拳、指のようなユーザの身体一部分、またはユーザ
一部分のモーションなどを含んでもよい。カメラ部６６２は、制御部６８０の制御により
、受信された映像を電気信号に変換し、制御部６８０に出力することができる。
【０１５９】
　制御部６８０は、受信されたモーションの認識結果を利用し、ディスプレイ装置６００
に表示されるメニューを選択したり、モーション認識結果に対応する制御をしたりするこ
とができる。例えば、チャネル調整、ボリューム調整、指示子移動を含んでもよい。
【０１６０】
　カメラ部６６２は、レンズ（図示せず）及びイメージセンサ（図示せず）によっても構
成される。カメラ部６６２は、複数のレンズと、イメージプロセッシングとを利用し、光
学ズーム（optical zoom）またはデジタルズーム（digital zoom）を支援することができ
る。カメラ部６６２の認識範囲は、カメラの角度及び周辺環境条件によって多様にも設定
される。カメラ部６６２が複数個のカメラによって構成される場合、複数のカメラを利用
し、三次元静止イメージまたは三次元モーションを受信することができる。
【０１６１】
　カメラ部６６２は、ディスプレイ装置６００と、一体型または分離型にも具現される。
分離されたカメラ部６６２を含む別途の装置（図示せず）は、通信部６５０または入出力
部６７０を介し、ディスプレイ装置６００とも電気的に連結される。
【０１６２】
　ディスプレイ装置６００の性能及び構造により、カメラ部６６２が除かれうるというこ
とは、当該技術分野において当業者であるならば、に容易に理解されるであろう。
【０１６３】
　光受信部６６３は、外部の制御装置（図示せず）から受信される光信号（制御信号を含
む）をディスプレイ部６１５のベゼルの光窓（図示せず）などを介して受信する。光受信
部６６３は、制御装置（図示せず）から、ユーザ入力（例えば、タッチ、押し、タッチジ
ェスチャ、音声またはモーション）に対応する光信号を受信することができる。受信され
た光信号から、制御部６８０の制御により、制御信号が抽出されうる。
【０１６４】
　例えば、光受信部６６３は、制御装置（図示せず）のポインティング位置に対応する信
号を受信し、それを制御部６８０に伝送することができる。例えば、ディスプレイ部６１
５を介し、ユーザからデータまたは命令を入力されるためのユーザインターフェース画面
が出力され、制御装置（図示せず）を介し、ユーザがデータまたは命令をディスプレイ装
置６００に入力する場合、光受信部６６３は、ユーザが、制御装置（図示せず）に設けら
れたタッチパッド（図示せず）に指を接触させた状態で制御装置（図示せず）を動かせば
、該制御装置（図示せず）の動きに対応する信号を受信し、それを制御部６８０に伝送す
ることができる。また、光受信部６６３は、制御装置（図示せず）に設けられた特定のボ
タンが押されたことを示す信号を受信し、それを制御部６８０に伝送することができる。
例えば、光受信部６６３は、ユーザが、制御装置（図示せず）にボタン式で設けられたタ
ッチパッド（図示せず）を指で押せば、そのようなボタン式タッチパッド（図示せず）が
押されたという信号を受信し、それを制御部６８０に伝送することができる。例えば、ボ
タン式タッチパッド（図示せず）が押されたという信号は、アイテム中の一つを選択する
ための信号として利用することができる。
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【０１６５】
　入出力部６７０は、制御部６８０の制御により、ディスプレイ装置６００の外部から、
ビデオ（例えば、動画など）、オーディオ（例えば、音声、音楽など）及び付加情報（例
えば、ＥＰＧなど）などを受信する。入出力部６７０は、ＨＤＭＩ（登録商標）ポート（
high-definition multimedia interface port）６７１、コンポーネントジャック（compo
nent jack）６７２、ＰＣポート６７３及びＵＳＢ（Universal Serial Bus）ポート６７
４のうち一つを含んでもよい。入出力部６７０は、ＨＤＭＩ（登録商標）ポート６７１、
コンポーネントジャック６７２、ＰＣポート６７３及びＵＳＢポート６７４の組み合わせ
を含んでもよい。
【０１６６】
　入出力部６７０の構成及び動作は、本発明の実施形態によって多様にも具現されるとい
うことは、当該技術分野の当業者に容易に理解されるであろう。
【０１６７】
　制御部６８０は、ディスプレイ装置６００の全般的な動作、及びディスプレイ装置６０
０の内部構成要素（図示せず）間の信号フローを制御し、データを処理する機能を遂行す
る。制御部６８０は、ユーザの入力があるか、あるいは既設定の保存された条件を満足す
る場合、制御部６８０は、メモリ６９０に保存されたオペレーションシステム、及び多様
なアプリケーションを実行することができる。
【０１６８】
　制御部６８０は、ディスプレイ装置６００の外部から入力される信号またはデータを保
存したり、ディスプレイ装置６００で遂行される多様な作業に対応する保存領域として使
用されたりするＲＡＭ（図示せず）、ディスプレイ装置６００の制御のための制御プログ
ラムが保存されたＲＯＭ（図示せず）、及びプロセッサ（図示せず）を含んでもよい。
【０１６９】
　プロセッサ（図示せず）は、ビデオに対応するグラフィック処理のためのグラフィック
プロセッサ（図示せず）を含んでもよい。プロセッサ（図示せず）は、コア（図示せず）
とＧＰＵ（図示せず）とを統合したＳｏＣによっても具現される。プロセッサ（図示せず
）は、シングルコア、デュアルコア、トリプルコア、クアッドコア、及びその倍数のコア
を含んでもよい。
【０１７０】
　また、プロセッサ（図示せず）は、複数のプロセッサを含んでもよい。例えば、プロセ
ッサ（図示せず）は、メインプロセッサ（図示せず）、及びスリープモードで動作するサ
ブプロセッサ（図示せず）によっても具現される。
【０１７１】
　グラフィック処理部（図示せず）は、演算部（図示せず）及びレンダリング部（図示せ
ず）を利用し、アイコン、イメージ、テキストのような多様な客体を含む画面イメージを
生成する。該演算部は、感知部６６０を介して感知されたユーザインタラクションを利用
し、画面のレイアウトにより、各客体が表示される座標値、形態、大きさ、カラーのよう
な属性値を演算する。該レンダリング部は、演算部で演算した属性値に基づき、客体を含
む多様なレイアウトの画面を生成する。該レンダリング部で生成された画面は、ディスプ
レイ部６１５のディスプレイ領域内に表示される。
【０１７２】
　図７Ａは、開示された実施形態によるディスプレイ装置と、ＢＬＥネットワークを介し
て連結される携帯用機器から出力されるユーザインターフェース画面とを示す図面である
。図７Ａについての説明にあたり、図３で説明したモバイル機器３６０を参照する。
【０１７３】
　開示された実施形態において、アンビエントサービスは、モバイル機器３６０内にイン
ストールされるプログラムまたはアプリケーションを介しても実行される。ここで、アン
ビエントサービスを実行するためのアプリケーションは、モバイル機器３６０で接続及び
利用することができるアプリケーションストアを介しても配布される。ここで、該アプリ
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ケーションストアは、所定オペレーションシステム（例えば、アンドロイド（登録商標）
オペレーションシステム）を有する携帯用機器がアプリケーションを購買するように、ア
プリケーションを配布、販売または提供するサーバを意味する。具体的には、モバイル機
器３６０のユーザは、アプリケーションストアに接続し、オプリケイションストアを介し
て提供されるアンビエントサービスを実行するためのアプリケーションをダウンロードす
ることができる。それにより、モバイル機器３６０の制御部３６１またはメモリ３６５内
に、アンビエントサービスを実行するためのアプリケーションがインストールされうる。
【０１７４】
　また、アンビエントサービスを実行することができるアプリケーションは、ディスプレ
イ装置５００の製造社、販売者、ディスプレイ装置５００と連携されて利用可能なアプリ
ケーションの開発者などによっても開発される。
【０１７５】
　開示された実施形態において、ディスプレイ装置５００の製造社においては、ディスプ
レイ装置５００で実行可能なアンビエントサービスを実行及び制御するためのアプリケー
ションを開発し、アプリケーションストアに供給することができる。以下においては、説
明の便宜上、「アンビエントサービスを実行及び制御するためのアプリケーション」を「
アンビエントアプリケーション」と称する。それにより、モバイル機器３６０を介し、デ
ィスプレイ装置５００で実行可能なアンビエントサービスを制御するモバイル機器３６０
のユーザは、モバイル機器３６０の通信部３６３を介してアプリケーションストアに接続
し、アンビエントアプリケーションをダウンロードすることができる。モバイル機器３６
０は、ユーザ入力に対応し、アンビエントアプリケーションをダウンロードして保存及び
実行することができる。
【０１７６】
　以下では、図３に図示されたモバイル機器３６０及びディスプレイ装置３１０を参照し
、アンビエントサービスを実行するためのディスプレイ装置３１０の詳細動作について、
図７Ａないし図１２Ａを参照して詳細に説明する。
【０１７７】
　図７Ａは、アンビエントアプリケーションの実行窓の例示を示す。ここで、実行窓７５
０は、アンビエントサービスを制御するためのユーザインターフェース画面のイメージを
示すことができる。
【０１７８】
　図７Ａを参照すれば、アンビエントアプリケーションの実行窓７５０は、アンビエント
サービスの実行いかんを設定するためのメニュー窓７６０を含んでもよい。ユーザは、メ
ニュー窓７６０においては、スライドキー７６５を操作して、アンビエントサービスの実
行いかんを設定することができる。例えば、ユーザは、スライドキー７６５を左に移動さ
せ、アンビエントサービスが自動的に実行されるようにし、スライドキー７６５を右側に
移動させ、アンビエントサービスを終了させうる。ここで、メニュー窓７６０を操作する
ユーザは、家庭１００（図１）内の構成員のうち一人であり、ユーザのモバイル機器３６
０を利用し、ディスプレイ装置１６０（図１）または５００（図５）で実行可能なアンビ
エントサービスを制御するユーザにもなる。
【０１７９】
　具体的には、アンビエントサービスが自動的に実行されるように実行するモードを「ア
ンビエントオートオンモード」と称し、アンビエントサービスが実行されないようにする
モードを「アンビエントオートオフモード」と称することができる。アンビエントオート
オンモードにおいては、モバイル機器３６０は、ＴＶアンビエントサービスを利用及び／
または実行するために、ＢＬＥ信号を伝送するように設定することができる。そして、ア
ンビエントオートオフモードにおいては、モバイル機器３６０ＢＬＥ信号を伝送せず、従
って、ＴＶアンビエントサービスを利用しない。
【０１８０】
　ディスプレイ装置５００は、アンビエントオートオンモードにおいて、ＢＬＥ信号の受
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信またはスキャンのいかんにより、自動的にアンビエントサービス実行を維持、中断また
は開始することができる。
【０１８１】
　また、開示された実施形態によるディスプレイ装置５００は、アンビエントサービス実
行に先立ち、モバイル機器３６０の登録またはペアリングを行うことができる。
【０１８２】
　ＴＶのようなディスプレイ装置５００とモバイル機器３６０とを連動させるＴＶ・モバ
イル連動において、モバイル機器３６０において連動する機器であるディスプレイ装置５
００を検索及び選択すれば、ＢＬＥアンビエントオン／オフが可能なユーザインターフェ
ース画面である実行窓７５０が活性化される。
【０１８３】
　ここで、ディスプレイ装置５００を検索、選択及び／または登録する動作を「ペアリン
グ」と称することができる。
【０１８４】
　該ペアリング動作は、全ての通信ネットワークを利用しも遂行される。例えば、ＢＬＥ
通信ネットワークではなく、一般ブルートゥース（登録商標）（ＢＴ）通信ネットワーク
を介しても進められる。
【０１８５】
　開示された実施形態においては、相互連動される２つの機器が、同一アカウント（例：
三星アカウント）を登録することを基盤とする。モバイル機器３６０において、所定アプ
リケーション、例えば、Samsung Connect Ａｐｐにおいて、ディスプレイ装置５００であ
る所定ＴＶを検索し、機器追加（Add Device）を進めれば、２つの機器は、同一アカウン
トに連動される。同一アカウントに連動された後、ユーザは、IoT Dash Boardのように登
録された機器リストを示すユーザインターフェース画面において、当該機器（ＴＶ）を選
択することができる。それにより、モバイル機器３６０は、下位項目に、アンビエントオ
ン／オフメニューであるメニュー窓７６０を含むユーザインターフェース画面を出力する
ことができる。
【０１８６】
　図７Ｂは、開示された実施形態によるディスプレイ装置で遂行される動作について説明
するための図面である。
【０１８７】
　メニュー窓７６０において、アンビエントサービスを活性化させれば、モバイル機器３
６０とディスプレイ装置３１０は、ＢＬＥペアリングを行うことになる（Ｓ７１０）。Ｂ
ＬＥペアリングは、前述のディスプレイ装置３１０を検索、選択及び／または登録するペ
アリング動作と別途の動作であり、ＢＬＥ通信ネットワークを介して連結可能な機器間の
ペアリング手続きを意味する。
【０１８８】
　ＢＬＥペアリングを行うことになれば、モバイル機器３６０のＢＬＥアドレスが任意に
（random）変わり、以前にＢＬＥペアリングされた機器である登録されたモバイル機器３
６０であるか否かということの判断が可能である。
【０１８９】
　ＢＬＥペアリング動作（Ｓ７１０）は、図８を参照して詳細に説明する。
【０１９０】
　図８は、開示された実施形態によるディスプレイ装置で遂行されるペアリング動作につ
いて説明するための図面である。図８において、モバイル機器３６０及びディスプレイ装
置３１０は、図３で説明したモバイル機器３６０及びディスプレイ装置３１０に同一対応
し、同一構成について、同一図面記号を利用して図示した。従って、図３と重複する説明
は、省略する。また、図８で図示したディスプレイ装置３１０は、図５で説明したディス
プレイ装置３１０に対応する。
【０１９１】
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　ＢＬＥペアリングは、要請段階（Phase １）（Ｓ８２１、Ｓ８２２）、キー合意段階（
Phase ２）（Ｓ８２３）及びキー交換段階（Phase ３）（Ｓ８２４、Ｓ８２５）にも区分
される。
【０１９２】
　ＢＬＥペアリングの初段階である（Phase １）においては、ペアリング要請と応答とが
なされる。具体的には、モバイル機器３６０は、ペアリングを要請する信号をディスプレ
イ装置３１０に送信し（Ｓ８２１）、ディスプレイ装置３１０は、要請に応答し、ペアリ
ングを許諾する応答をモバイル機器３６０に伝送することができる。
【０１９３】
　２番目段階（Phase ２）は、保安を維持するように、保安チャネル（secure channel）
を生成する段階である。具体的には、２番目段階（Phase ２）においては、２つの機器で
あるモバイル機器３６０とディスプレイ装置３１０との間でＳＴＫ（short-term key）を
生成し、臨時に使用する保安チャネルを生成する。
【０１９４】
　後続する３番目段階（Phase ３）においては、ＢＬＥペアリング時に使用する保安キー
を共有する段階である。具体的には、ＢＬＥペアリングが行われた後、モバイル機器３６
０から送付する任意アドレスを、本来のアドレスであるＢＬＥペアリング時に伝送されて
いたアドレスである「ＢＬＥアドレス」に変換するために利用されるＩＲＫが交換されう
る。具体的には、実際ＢＬＥペアリングのためのキー（ＬＴＫ（long-term key）、ＩＲ
Ｋ、ＣＳＲＫ（connection signature resolving key））が共有されれば、ＢＬＥペアリ
ングが完了する。ここで、ＢＬＥペアリング時に伝送された情報、例えば、ＢＬＥアドレ
ス、キー（ＬＴＫ、ＩＲＫ、ＣＳＲＫ）などは、通信部３１３の内部メモリ５１３（図５
）にも保存される。
【０１９５】
　具体的には、Phase １において、モバイル機器３６０は、ペアリングを要請する信号を
ディスプレイ装置３１０に送信するとき（Ｓ８２１）、モバイル機器３６０は、ＢＬＥ信
号を送信する機器を識別するための「ＢＬＥアドレス」をディスプレイ装置３１０に送信
することができる。ここで、該ＢＬＥアドレスは、ＢＬＥ信号を送出するモバイル機器３
６０の出処を知らせる、モバイル機器３６０を識別するための固有（unique）値を含んで
もよい。具体的には、該ＢＬＥアドレスは、ディスプレイ装置３１０と、ＢＬＥ通信ネッ
トワークを介して連結されるモバイル機器３６０を識別する情報にもなる。例えば、該Ｂ
ＬＥアドレスは、モバイル機器３６０のＢＬＥ ＭＡＣアドレスを含んでもよい。従って
、前述のＢＬＥアドレスは、「ＢＬＥ識別情報」と同一意味にも解釈され、該ＢＬＥアド
レスは、ＢＬＥ識別情報とも呼ばれる。
【０１９６】
　前述の図８でのペアリング動作は、ブルートゥース（登録商標）通信規格による動作で
ある。また、開示された実施形態において、モバイル機器３６０とディスプレイ装置３１
０とペアリングされるとき、図８で説明したペアリング動作を遂行することが保安のため
に望ましいが、それ以外にも、既存に使用されているペアリング方法が使用されうるとい
うことは、言うまでもない。
【０１９７】
　２機器間のペアリング動作において、２機器は、互いの情報を共有する。このとき、モ
バイル機器３６０は、自体のオペレーションシステムタイプに係わる情報（例えば、アン
ドロイド（登録商標）、ｉＯＳなど）をディスプレイ装置３１０に伝送することができる
。
【０１９８】
　開示された実施形態において、受信端であるディスプレイ装置３１０において、ＢＬＥ
ペアリング時点において、モバイル機器３６０のＢＬＥアドレスを保存し、後続して伝送
される任意アドレスであるランダムＢＬＥアドレスを含むパケット（具体的には、ＢＬＥ
パケット）の区別に使用することになる。
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【０１９９】
　図９は、開示された実施形態によるディスプレイ装置で遂行される動作について説明す
るための他の図面である。図９において、図８と同一構成は、同一図面記号を利用して図
示した。従って、図９において、モバイル機器３６０及びディスプレイ装置３１０は、図
３で説明したモバイル機器３６０及びディスプレイ装置３１０に同一対応し、図３と重複
する説明は、省略する。また、図９で図示したディスプレイ装置３１０は、図５で説明し
たディスプレイ装置５００に対応する。
【０２００】
　開示された実施形態において、ディスプレイ装置３１０は、正常モードであるかスリー
プモードであるかということにより、制御部３１１または通信部３１３のうちいずれか一
つが、ＢＬＥ識別情報を管理する動作主体にもなる。
【０２０１】
　図９を参照すれば、９０１ブロックは、アンビエントサービスが実行される正常モード
の間、ディスプレイ装置３１０の動作を示す。また、９０２ブロックは、スリープモード
に入った後、ディスプレイ装置３１０の動作を示す。
【０２０２】
　開示された実施形態において、ディスプレイ装置３１０は、ユーザが周囲にいるか否か
ということにより、アンビエントサービスの実行を維持または中断することができる。ユ
ーザがディスプレイ装置３１０の周囲にいるか否かということを判断するために、登録さ
れたモバイル機器３６０がディスプレイ装置３１０の周辺にあるか否かということを判断
することができる。また、登録されたモバイル機器３６０がディスプレイ装置３１０の周
辺にあるか否かということを判断するために、モバイル機器３６０から送出されるＢＬＥ
信号を利用する。すなわち、ディスプレイ装置３１０が、モバイル機器３６０から送出さ
れるＢＬＥ信号を感知すれば、登録されたモバイル機器３６０がディスプレイ装置３１０
の周辺に存在すると認識することができる。そして、ディスプレイ装置３１０が、モバイ
ル機器３６０から送出されるＢＬＥ信号を感知することができなければ、登録されたモバ
イル機器３６０がディスプレイ装置３１０の周辺に存在しないと判断することができる。
それにより、ディスプレイ装置３１０は、ユーザが周辺に位置しないと認識し、アンビエ
ントサービスが実行中であった場合、アンビエントサービスを終了させ、スリープモード
に入ることができる。または、ディスプレイ装置３１０は、すでにスリープモードに入っ
た場合、スリープモードが続けて維持されるように動作することができる。
【０２０３】
　まず、９０１ブロックを参照し、アンビエントサービスが実行される正常モードの間、
ディスプレイ装置３１０の動作について説明する。
【０２０４】
　図９を参照すれば、モバイル機器３６０は、ＢＬＥ信号を送出することができる。ここ
で、該ＢＬＥ信号は、ＢＬＥ信号を送出したモバイル機器３６０を識別するための情報で
あるＢＬＥ識別情報を含むので、図９においては、ＢＬＥ識別情報が送信される（Ｓ９１
１）と図示されている。また、該ＢＬＥ信号は、ＢＬＥパケット形態を有するので、以下
においては、「ＢＬＥ信号」は、「ＢＬＥパケット」と同一意味にも使用される。
【０２０５】
　ここで、モバイル機器３６０が「ＢＬＥ信号を送出すること」または「送出されたＢＬ
Ｅ信号」自体を「ＢＬＥアドバタイズメント」と称することができる。すなわち、図９に
図示されたＳ９１１段階の動作は、ＢＬＥアドバタイズメント動作にもなる。図８を参照
して説明したペアリング動作が完了した後、モバイル機器３６０は、ランダムＢＬＥアド
レスを含むＢＬＥ信号を送出する。それにより、ディスプレイ装置３１０は、受信された
ランダムＢＬＥアドレスを、以前Ｓ８２４段階で受信されたＩＲＫを利用し、最初ＢＬＥ
ペアリング時であるＳ８２１段階で伝送されたＢＬＥアドレスに変換して認識することが
できる。
【０２０６】
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　モバイル機器３６０から周期的に、例えば、１５分ごとにランダムＢＬＥアドレスを含
むＢＬＥアドバタイズメントを送信する場合、受信端であるディスプレイ装置３１０にお
いては、ＩＲＫを利用し、最初ＢＬＥペアリング時に伝送されていたＢＬＥアドレスに変
換し、かつ／または認識することができる。
【０２０７】
　このとき、モバイル機器３６０においては、プライバシー（privacy）のために、一定
周期、例えば、１５分ごとにＢＴ通信標準によって任意的に変わるランダムＢＬＥアドレ
スを生成し、ＢＬＥ信号、例えば、ＢＬＥパケットを送出することができる。ここで、ラ
ンダムＢＬＥアドレスは、プライベートアドレスであるとも言いうことができる。
【０２０８】
　受信端であるディスプレイ装置３１０は、ランダムＢＬＥアドレスを含むＢＬＥパケッ
トを受信すれば、通信部３１３に含まれる内部メモリ５１３（図５）に既保存のＩＲＫと
、受信されたランダムＢＬＥアドレスとを利用し、内部演算を行えば、最初ＢＬＥペアリ
ング時に受信及び保存されたモバイル機器３６０のＢＬＥアドレスに変換することができ
る。
【０２０９】
　プライベートアドレスの運用と、ＩＲＫを活用したアドレス認識は、ブルートゥース（
登録商標）（ＢＴ）通信標準方式にもよる。また、ＢＬＥペアリング時に受信及び登録さ
れたＢＬＥアドレスを保存して運用することは、各システム／アプリケーションにおいて
、異なるように具現することが可能である。
【０２１０】
　具体的には、モバイル機器３６０の具現方式により、２つのＢＬＥアドバタイズメント
方式の運用が可能である。最初方式は、モバイル機器３６０において、常時ＢＬＥアドバ
タイズメントを伝送する方法であり、２番目方法は、受信端であるディスプレイ装置３１
０の要請がある場合にのみ、ＢＬＥアドバタイズメントを伝送する方式である。
【０２１１】
　２番目方法の場合、受信端であるディスプレイ装置３１０から送信端であるモバイル機
器３６０に、ＢＬＥパケットの要請が可能である。モバイル機器３６０が、受信端である
ディスプレイ装置３１０の要請を確認するためには、周期的にＢＬＥスキャンがモバイル
機器３６０端において行わなければならない。具体的には、「ＢＬＥスキャン」は、モバ
イル機器３６０が、ディスプレイ装置３１０からＢＬＥパケットを要請する信号が受信さ
れるか否かということを感知する動作にもなる。
【０２１２】
　前述のように、ＢＬＥ信号の送出及び受信にあたり、モバイル機器３６０においては、
ＢＬＥスキャン及び／またはＢＬＥアドバタイズメントが常時または周期的に行わなけれ
ばならない。ここで、ＢＬＥスキャンとＢＬＥアドバタイズメントは、電力消耗が少ない
方式に選択することができる。例えば、オペレーションシステムがアンドロイド（登録商
標）方式によるモバイル機器３６０である場合、常時ＢＬＥアドバタイズメントを行う方
式を選択することができる。以下においては、説明の便宜上、アンドロイド（登録商標）
方式によるモバイル機器３６０を「アンドロイド（登録商標）端末」と称する。
【０２１３】
　具体的には、オペレーションシステムがｉＯＳ方式によるｉPhone（登録商標）である
場合、受信端であるディスプレイ装置３１０において要請がある場合にのみ、ＢＬＥアド
バタイズメントを伝送する方式を選択することができる。例えば、受信端であるディスプ
レイ装置３１０において、アンドロイド（登録商標）端末が１台以上登録されている場合
、ディスプレイ装置３１０は、アンドロイド（登録商標）端末が常時アドバタイズメント
を行うという前提で動作することになる。また、受信端であるディスプレイ装置３１０に
、ｉPhone（登録商標）が１台以上登録されている場合、ディスプレイ装置３１０は、Ｂ
ＬＥアドバタイズメントを要請する信号であるｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）を送信し、ｉ
Phone（登録商標）の応答を待つことになる。



(29) JP 2021-515334 A 2021.6.17

10

20

30

40

50

【０２１４】
　１つのディスプレイ装置３１０に、アンドロイド（登録商標）端末と、ｉPhone（登録
商標）とが同時に登録されているならば、前述の２つの動作が同時に進められうる。ここ
で、ディスプレイ装置３１０が、アンドロイド（登録商標）端末のＢＬＥアドバタイズメ
ントをスキャンする動作と、ｉPhone（登録商標）のｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）送信動
作は、いずれもモバイル機器３６０において、アンビエントサービスを使用することがで
きるアンビエントオンモード（Ambient On）に設定した場合に遂行されうる。登録された
アンドロイド（登録商標）端末が０台であるならば、ＢＬＥスキャンが動作せず、登録ｉ
Phone（登録商標）が０台であるならば、ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）送信動作も進めら
れない。
【０２１５】
　モバイル機器３６０において、ＢＬＥ識別情報を含むＢＬＥパケット（または、ＢＬＥ
信号）を伝送するＢＬＥアドバタイズメント動作を遂行されれば（Ｓ９１１）、ディスプ
レイ装置３１０は、ＢＬＥ識別情報を含むＢＬＥパケット（または、ＢＬＥ信号）を受信
することができる（Ｓ９１２）。具体的には、ディスプレイ装置３１０の通信部３１３は
、ＢＬＥ識別情報を含むＢＬＥパケットを受信する（Ｓ９１２）。ここで、ＢＬＥ識別情
報は、ＢＬＥ通信ネットワークを介して連結されるモバイル機器３６０を識別する情報を
含む。従って、ＢＬＥ識別情報を知ることができれば、ＢＬＥ通信ネットワークを介して
連結されるモバイル機器がいかなる機器であるかということを判断することができる。
【０２１６】
　開示された実施形態において、ディスプレイ装置３１０は、アンビエントサービスが実
行される正常モードの間、９０１ブロックの動作を遂行し、スリープモードに入った後、
９０２ブロックの動作を遂行する。図９において、正常モードと、スリープモードに入っ
た後の動作とを区別するために、９０１ブロックと９０２ブロックとを区別して図示して
説明したに過ぎず、９０１ブロックと９０２ブロックとのそれぞれの時間的な優劣は、意
味がない。従って、図９においては、９０１ブロックがまず実行された後、後続して９０
２ブロックが実行されるように図示されているが、９０２ブロックが実行された後、９０
１ブロックが実行されてもよいのである。
【０２１７】
　図９の９０１ブロックを参照すれば、開示された実施形態によるディスプレイ装置３１
０の制御部３１１、具体的には、制御部３１１に含まれるプロセッサ（図示せず）は、ア
ンビエントサービスが実行される正常モードの間、前記ＢＬＥ通信ネットワークを介して
連結されるモバイル機器を識別する情報であるＢＬＥ識別情報が、前記モバイル機器から
受信されれば、前記ＢＬＥ識別情報を管理する。
【０２１８】
　具体的には、アンビエントサービスが実行される正常モードの間、ディスプレイ装置３
１０の通信部３１３がＢＬＥ識別情報を受信すれば（Ｓ９１２）、通信部３１３は、受信
されたＢＬＥ識別情報を制御部３１１が管理するように、制御部３１１に伝送する（Ｓ９
１３）。それにより、制御部３１１は、伝送されたＢＬＥ識別情報を管理する。ここで、
「ＢＬＥ識別情報の管理」は、ＢＬＥ識別情報に基づいて所定動作が遂行されるように制
御する全ての動作を含んでもよい。
【０２１９】
　具体的には、制御部３１１のプロセッサ（図示せず）は、伝送されたＢＬＥ識別情報に
基づき、ＢＬＥ識別情報を伝送したモバイル機器３６０の登録いかんを判断することがで
きる（Ｓ９１４）。具体的には、前述のＢＬＥペアリング段階において、ディスプレイ装
置３１０は、モバイル機器３６０のＢＬＥ識別情報を受信して保存することにより、ペア
リングされるモバイル機器３６０を登録することになる。従って、ディスプレイ装置３１
０のメモリ３１５に受信されたＢＬＥ識別情報に対応する情報、すなわち、受信されたＢ
ＬＥ識別情報と同一情報が存在すれば、ＢＬＥ識別情報を伝送したモバイル機器３６０が
登録された機器であると判断することができる。
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【０２２０】
　具体的には、制御部３１１に含まれるプロセッサ（図示せず）は、ＢＬＥ識別情報に対
応する情報が、ディスプレイ装置３１０の制御部３１１または制御部３１１が参照するメ
モリ３１５に保存されているか否かということを判断することにより、モバイル機器３６
０の登録いかんを判断することができる（Ｓ９１４）。
【０２２１】
　続けて、制御部３１１に含まれるプロセッサ（図示せず）は、登録いかん判断結果によ
り、後続動作を遂行することができる（Ｓ９１５）。
【０２２２】
　具体的には、Ｓ９１５段階の後続動作は、以下のようにも遂行される。
【０２２３】
　制御部３１１、具体的には、制御部３１１に含まれるプロセッサ（図示せず）は、ＢＬ
Ｅ識別情報を伝送したモバイル機器３６０が登録された機器であると判断されれば、現在
実行中であるアンビエントサービスの実行を維持することができる。ディスプレイ装置３
１０に登録されたモバイル機器３６０が送信したＢＬＥ識別情報をディスプレイ装置３１
０が受信したということは、ディスプレイ装置３１０の周辺に、モバイル機器３６０が位
置するということを意味する。また、ディスプレイ装置３１０の周辺に、登録されたモバ
イル機器３６０が位置するということは、ディスプレイ装置３１０の周辺に、登録された
モバイル機器３６０を所有したユーザが位置するとも解釈される。それにより、ディスプ
レイ装置３１０は、ユーザがアンビエントサービスを続けて提供されうるように、アンビ
エントサービスの実行を維持することができる。
【０２２４】
　制御部３１１、具体的には、制御部３１１に含まれるプロセッサ（図示せず）は、ＢＬ
Ｅ識別情報を伝送したモバイル機器３６０が登録されていない機器であると判断されれば
、現在実行中であるアンビエントサービスの実行を終了することができる。
【０２２５】
　ディスプレイ装置３１０がＢＬＥ識別情報を受信しても、受信されたＢＬＥ識別情報が
、登録されていないモバイル機器（図示せず）から送出したものであるならば、ディスプ
レイ装置３１０は、アンビエントサービスを提供するユーザ、すなわち、登録されたモバ
イル機器３６０のユーザは、ディスプレイ装置３１０の周辺にいないとも解釈する。従っ
て、電力消耗を防止するために、ディスプレイ装置３１０の制御部３１１は、実行中であ
るアンビエントサービスを終了するための動作を遂行することができる。
【０２２６】
　具体的には、制御部３１１は、ディスプレイ３１７上に、「アンビエントサービスが終
了します」または「アンビエントサービスが終了することになります。続けて実行を望む
ならば、確認ボタンを押してください」というようなお知らせメッセージが出力されるよ
うに制御することができる。続けて、ユーザが確認ボタンを入力しなければ、制御部３１
１は、アンビエントサービスを終了し、ディスプレイ装置が正常モードからスリープモー
ドに入るように動作することができる。具体的には、所定時間の間、ユーザ入力が感知さ
れなければ、制御部３１１は、アンビエントサービスを終了し、ディスプレイ装置が正常
モードからスリープモードに入るように動作することができる。
【０２２７】
　前述のように、制御部３１１は、登録されたモバイル機器３６０からＢＬＥ識別情報が
受信されていないと判断すれば、ディスプレイ装置３１０は、スリープモードに入ること
ができる（Ｓ９１６）。具体的には、制御部３１１は、スリープモードに入ることを通信
部３１３に知らせ（Ｓ９１７）、通信部３１３を除いたディスプレイ装置３１０の残り構
成要素に電源が供給されないように制御する。それにより、ディスプレイ装置３１０は、
通信部３１３だけ活性化された状態を維持するスリープモードに入ることになる。
【０２２８】
　また、ディスプレイ装置３１０のメモリ３１５は、第１メモリ（図示せず）及び第２メ
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モリ（図示せず）を含んでもよい。具体的には、第１メモリ（図示せず）は、ＲＯＭタイ
プまたはフラッシュメモリタイプの記録媒体にもなり、第２メモリ（図示せず）は、ＲＡ
Ｍタイプの記録媒体にもなる。
【０２２９】
　制御部３１１に含まれるプロセッサは、正常モードの間、ＢＬＥ識別情報がモバイル機
器から受信されれば、受信されたＢＬＥ識別情報が、第１メモリ（図示せず）及び通信部
３１３の内部メモリに保存されるように制御することができる。また、制御部３１１は、
ＢＬＥ識別情報が変更またはアップデートされれば、それを反映させ、第１メモリ（図示
せず）、及び通信部３１３の内部メモリに保存されるＢＬＥ識別情報が変更またはアップ
デートされるように管理することができる。
【０２３０】
　そして、ディスプレイ装置３１０が正常モードに入れば、制御部３１１は、アンビエン
トサービスを実行するための第１アプリケーションに対応するプログラムを第２メモリ（
図示せず）に搭載し、第１アプリケーションが実行されるように制御することができる。
【０２３１】
　以下、図９の９０２ブロックを参照し、スリープモードに入った後、ディスプレイ装置
３１０の動作について説明する。
【０２３２】
　スリープモードの間にも、通信部３１３は、ＢＬＥ信号が受信されるか否かということ
に係わるモニタリングを続けて行うことができる（Ｓ９１８）。
【０２３３】
　９０２ブロックにおいて、Ｓ９１９動作及びＳ９２０動作は、前述のＳ９１１動作及び
Ｓ９１２動作に同一対応するので、詳細説明は、省略する。
【０２３４】
　スリープモードに入った後、通信部３１３は、受信されるＢＬＥ識別情報を管理する。
具体的には、通信部３１３は、スリープモードに入った後、ＢＬＥ識別情報がモバイル機
器から受信されれば、受信されたＢＬＥ識別情報に対応する情報が存在するか否かという
ことを判断した結果に基づき、制御部３１１がウェークアップされるように動作すること
ができる。
【０２３５】
　スリープモードにおいては、通信部３１３にだけ電源供給がなされ、通信部３１３だけ
活性化された状態を維持し、残り構成要素には、電源供給が遮断されうる。それにより、
スリープモードにおいては、ディスプレイ３１７がオフになり、ブラック画面を出力する
ことができる。ただし、制御部３１１は、スリープモードに入った後にも、通信部３１３
からウェークアップを要請する信号を受信及び認識することができる。
【０２３６】
　モバイル機器の登録段階で行われるＢＬＥペアリング時、登録されたモバイル機器のＢ
ＬＥ識別情報は、通信部３１３の内部メモリ（内部メモリ５１３（図５））にも保存され
ることになる。従って、通信部３１３は、内部メモリ（内部メモリ５１３（図５））に受
信されたＢＬＥ識別情報に対応する情報、すなわち、受信されたＢＬＥ識別情報と同一情
報が存在すれば、ＢＬＥ識別情報を伝送したモバイル機器３６０が登録された機器である
と判断することができる。Ｓ９２１動作は、Ｓ９１４動作と詳細な構成が同一であるが、
動作主体だけ異なる。すなわち、Ｓ９２１動作は、通信部３１３で遂行され、Ｓ９１４動
作は、制御部３１１で遂行されることになる。
【０２３７】
　続けて、通信部３１３は、ＢＬＥ識別情報を送信したモバイル機器の登録いかんを判断
した結果により、後続動作を遂行することができる（Ｓ９１５）。具体的には、通信部３
１３は、ＢＬＥ識別情報を伝送したモバイル機器３６０が登録された機器であると判断す
れば、制御部３１１にそれを知らせる（Ｓ９２２）。それにより、制御部３１１は、Ｓ９
２２動作を介してお知らせを受信することにより、ウェークアップされうる（Ｓ９２３）
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。
【０２３８】
　そして、制御部３１１は、登録されたモバイル機器が周辺に位置すると判断し、ディス
プレイ装置３１０が正常モードに入り、アンビエントサービスが実行されるように、ディ
スプレイ装置３１０を制御することができる（図示せず）。具体的には、制御部３１１は
、登録されたモバイル機器が周辺に位置すると判断し、ディスプレイ装置３１０がターン
オンされる正常モードに入るように制御することができる。そして、正常モードに入った
後には、ユーザ設定または自体設定により、アンビエントサービスオンモードに設定され
た場合、アンビエントサービスが実行されるように制御することができる。
【０２３９】
　また、通信部３１３は、ＢＬＥ識別情報を送信したモバイル機器が登録されていない機
器であると判断すれば、スリープモードが続けて維持されるように動作することができる
。すなわち、通信部３１３は、お知らせ（Ｓ９２２）を制御部３１１に伝送せず、制御部
３１１がウェークアップされないように動作することができる。
【０２４０】
　図１０は、開示された実施形態によるディスプレイ装置で遂行される動作について説明
するための他の図面である。図１０に図示された動作は、ディスプレイ装置３１０または
５１０を介しても遂行される。従って、図４に図示されたディスプレイ装置３１０及びモ
バイル機器３６０を参照し、図１０に図示された動作について説明する。
【０２４１】
　図１０に図示された動作（１０００）は、図９の９０１ブロックの動作をさらに詳細に
示す。すなわち、図１０は、ディスプレイ装置３１０の制御部３１１で遂行される動作を
詳細に示す図面である。
【０２４２】
　図１０を参照すれば、開示された実施形態によるディスプレイ装置３１０は、ＢＬＥペ
アリングを行い（Ｓ１０１０）、所定モバイル機器を登録することができる。ＢＬＥペア
リング動作は、図８を参照して詳細に説明したので、詳細説明は、省略する。
【０２４３】
　所定モバイル機器の登録が完了した後、ディスプレイ装置３１０は、アンビエントサー
ビスが実行される間、登録されたモバイル機器が感知されるか否かということ判断する（
Ｓ１０２０）。具体的には、アンビエントサービスが実行されるということは、ディスプ
レイ装置３１０が正常モードにあるということであるので、登録されたモバイル機器が感
知されるか否かということを、制御部３１１が判断することができる。すなわち、Ｓ１０
２０動作は、図９のＳ９１４動作にも対応する。Ｓ９１４動作で説明したように、登緑さ
れたモバイル機器が感知されたか否かということは、受信されたＢＬＥ識別情報に対応す
る情報が、メモリ３１５に保存されているか否かということを判断することである。
【０２４４】
　Ｓ１０２０動作の判断結果、登録されたモバイル機器が感知されれば、制御部３１１は
、アンビエントサービスの実行を維持することができる（Ｓ１０３０）。
【０２４５】
　Ｓ１０２０動作の判断結果、登録されたモバイル機器が感知されなければ、制御部３１
１は、アンビエントサービスの実行終了を確認するためのお知らせメッセージを出力する
ことができる（Ｓ１０４０）。ここで、該お知らせメッセージは、オーディオ信号または
ビデオ信号によっても出力される。具体的には、制御部３１１は、ディスプレイ３１７上
に「アンビエントサービスが終了します」または「アンビエントサービスが終了すること
になります。続けて実行を望むならば、確認ボタンを押してください」というようなお知
らせメッセージが出力されるように制御することができる。
【０２４６】
　続けて、制御部３１１は、所定時間の間、ユーザ入力が感知されなければ、制御部３１
１は、アンビエントサービスを終了し（Ｓ１０４５）、ディスプレイ装置が正常モードか
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らスリープモードに入るように動作することができる（Ｓ１０５０）。
【０２４７】
　現在提供される携帯用機器のオペレーションシステムは、大きく二つに分類される。具
体的には、携帯用機器のオペレーションシステムは、アップル社で開発及び供給するｉＯ
Ｓと、Google社で開発及び供給するアンドロイド（登録商標）とにも分類される。
【０２４８】
　開示された実施形態によるディスプレイ装置３１０は、モバイル機器のオペレーション
システムにより、モバイル機器を認識する方式、またはＢＬＥ信号を受信する方式を互い
に異なるように設定することができる。
【０２４９】
　具体的には、制御部３１１に含まれるプロセッサ（図示せず）は、モバイル機器のオペ
レーションシステムにより、アンビエントサービス実行のためにペアリングされるモバイ
ル機器を認識する方式を互いに異なるように設定することができる。
【０２５０】
　具体的には、モバイル機器の登録のためのＢＬＥペアリング動作を行うとき、モバイル
機器３６０からディスプレイ装置３１０に、ＯＣＦ（Opcode Command Field）コマンドを
送信することができる。ここで、ＯＣＦコマンドには、モバイル機器３６０のオペレーシ
ョンシステムのタイプを定義する部分を含む。
【０２５１】
　モバイル機器３６０のオペレーションシステムがアンドロイド（登録商標）である場合
、ディスプレイ装置３１０は、＜ＯＳ＝Android＞を含むＯＣＦコマンドを受信すること
ができる。それにより、ディスプレイ装置３１０は、モバイル機器３６０のオペレーショ
ンシステムがアンドロイド（登録商標）タイプであるか否かということを確認することが
でき、アンドロイド（登録商標）オペレーションシステムに対応するスキャン周期または
スキャン方法を設定することができる。
【０２５２】
　そして、モバイル機器３６０のオペレーションシステムがｉＯＳである場合、ディスプ
レイ装置３１０は、＜ＯＳ＝ｉＯＳ＞を含むＯＣＦコマンドを受信することができる。そ
れにより、ディスプレイ装置３１０は、モバイル機器３６０のオペレーションシステムが
ｉＯＳタイプであるか否かということを確認することができ、ｉＯＳオペレーションシス
テムに対応するスキャン周期またはスキャン方法を設定することができる。
【０２５３】
　図１１Ａないし図１１Ｄは、第１オペレーションシステムを有する携帯用機器とペアリ
ングされるディスプレイ装置で実行されるアンビエントサービスの動作について説明する
ための図面である。ここで、第１オペレーションシステムは、アンドロイド（登録商標）
オペレーションシステムを意味する。
【０２５４】
　図１１Ａにおいては、ディスプレイ装置３１０がアンビエントサービスを実行中である
場合を例として挙げて図示した。従って、ディスプレイ装置３１０は、ディスプレイ画面
１１１０上に、アンビエントサービスに対応する画面である時計画面イメージを出力する
ことができる。
【０２５５】
　図１１Ａ及び図１１Ｃを参照すれば、アンドロイド（登録商標）オペレーションシステ
ムを有するモバイル機器３６０は、所定時間間隔ごとに、ＢＬＥアドバタイズメント１１
２０を送信する（Ｓ１１３１）。例えば、モバイル機器３６０は、１秒間隔でＢＬＥアド
バタイズメント１１２０を送信することができる。
【０２５６】
　それにより、ディスプレイ装置３１０は、所定時間間隔で、ＢＬＥ信号またはＢＬＥパ
ケットが受信されるか否かということをスキャンまたはチェックすることができる（Ｓ１
１３２）。例えば、ディスプレイ装置３１０は、１５分おきに、ＢＬＥ信号またはＢＬＥ
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パケットが受信されるか否かということをスキャンまたはチェックすることができる。ま
た、ディスプレイ装置３１０は、１５分おきに１分間、スキャンまたはチェック動作を遂
行することができる。
【０２５７】
　Ｓ１１３２の動作は、通信部３１３において、ＢＬＥ信号またはＢＬＥパケットの受信
をチェックすることによっても 遂行される。
【０２５８】
　続けて、ディスプレイ装置３１０は、受信されたＢＬＥパケットを利用し、ＢＬＥパケ
ットを送信したモバイル機器３６０が、ディスプレイ装置３１０に登録された機器である
か否かということ判断し、判断結果により、アンビエントサービスの実行を維持させるこ
とができる（Ｓ１１３３）。ここで、該ＢＬＥパケットは、プレゼンスを含み、プレゼン
ス内に、ＢＬＥ識別情報、具体的には、モバイル機器３６０の任意アドレスを含んでもよ
い。ディスプレイ装置３１０は、ＢＬＥペアリング段階で獲得されたＩＲＫを利用し、受
信された任意アドレス値を、本来のアドレスであるＢＬＥペアリング時に伝送されていた
アドレスである「ＢＬＥアドレス」に変換することができる。そして、変換されたＢＬＥ
アドレスを利用し、モバイル機器３６０の登録いかんを判断することができる。
【０２５９】
　また、ディスプレイ装置３１０は、アンビエントサービスが実行中である正常モードに
あるので、Ｓ１１３３動作は、制御部３１１、具体的には、制御部３１１に含まれるプロ
セッサ（図示せず）においても遂行される。
【０２６０】
　図１１Ｂ及び１１Ｄを参照すれば、ディスプレイ装置３１０は、スリープモードに入っ
てターンオフされた状態であり、ブラック画面１１５０を出力する。また、アンドロイド
（登録商標）オペレーションシステムを有するモバイル機器３６０は、所定時間間隔ごと
に、ＢＬＥアドバタイズメント１１２０を送信する（Ｓ１１８１）。
【０２６１】
　スリープモードに入った後、通信部３１３は、所定時間間隔で、登録されたモバイル機
器からＢＬＥ信号またはＢＬＥパケットが受信されるか否かということをスキャンまたは
チェックすることができる（Ｓ１１８２）。例えば、通信部３１３は、３秒間隔で、ＢＬ
Ｅ信号またはＢＬＥパケットが受信されるか否かということをスキャンまたはチェックす
ることができる。
【０２６２】
　スキャン結果、登録されたモバイル機器３６０からＢＬＥパケットが受信されれば、通
信部３１３は、ディスプレイ装置３１０がウェークアップされるように動作することがで
きる。それにより、ディスプレイ装置３１０は、ターンオンされる（Ｓ１１８３）。また
、ディスプレイ装置３１０がウェークアップされて正常モードに入った後、制御部３１１
は、アンビエントサービスが実行され、アンビエントサービスに対応する時計画面イメー
ジ１１６０が出力されるように制御することができる。
【０２６３】
　前述のように、送信端であるモバイル機器３６０のオペレーションシステムがアンドロ
イド（登録商標）オペレーションシステムである場合、常時ＢＬＥアドバタイズメントが
可能である。そのような場合、モバイル機器３６０のバッテリ寿命を考慮し、１秒に１回
ずつＢＬＥアドバタイズメントが行われるようにする。また、図１１Ａないし図１１Ｄに
図示された実施形態において、受信端であるディスプレイ装置３１０は、必要な時点、例
えば、１５分間隔を有する所定時間区間の間、ＢＬＥスキャンを行い、ディスプレイ装置
３１０の近くに、登録されたモバイル機器が存在するか否かということを確認することが
できる。
【０２６４】
　登録されたモバイル機器がディスプレイ装置３１０の近くに位置すれば、ユーザの存在
が確認されたと判断し、画面を続けてオンにしておく。それにより、アンビエントサービ
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スに対応するディスプレイ画面１１１０上のイメージが続けて出力される。ディスプレイ
装置３１０は、次の周期（例えば、１５分）に、さらにＢＬＥスキャンを行い、画面オン
維持を判断することになる。
【０２６５】
　また、ディスプレイ装置３１０のスキャン動作（Ｓ１１３２）の遂行結果、ＢＬＥパケ
ットは受信されたが、登録されていないモバイル機器のＢＬＥ識別情報を含む場合が発生
しうる。その場合、ディスプレイ装置３１０でＢＬＥスキャンを行った結果、登録された
モバイル機器が検索されなければ、ディスプレイ装置３１０は、ポップアップメッセージ
を出力し、１分後、画面がオフになることを知らせ、ユーザに画面オフを取り消すことが
できる選択権を提供することができる。
【０２６６】
　また、ディスプレイ装置３１０は、スキャン動作（Ｓ１１３２）の遂行結果、モバイル
機器３６０が存在しないと判断されれば、ディスプレイ装置３１０の画面をオフにするこ
とができる。このとき、ディスプレイ装置３１０の画面が所定時間内にオフになることを
示す窓を開くことにより、ユーザにオフが予定されていることを知らせることができる。
【０２６７】
　ディスプレイ装置３１０がオフになりながら、スリープモードに入る場合、既存にＢＬ
Ｅペアリングされているモバイル機器に係わる情報、例えば、ＢＬＥ識別情報、ＢＬＥ設
定情報及びＢＴ設定情報などを、通信部３１３（具体的には、例えば、ブルートゥース（
登録商標）モジュール５１１（図５）のＦＷ（firmware）、または通信部３１３の内部メ
モリ５１３に記録し、オフになった後、モバイル機器が近接しているか否かということを
判断するために必要な設定を行うことができる。
【０２６８】
　ディスプレイ装置３１０は、オフになっても、ＢＬＥパケットのスキャン動作を続けて
遂行することができる。それは、既存のブルートゥース（登録商標）通信規格による遠隔
制御装置とディスプレイ装置３１０との通信動作のために必要な仕様である。
【０２６９】
　具体的には、ディスプレイ装置３１０がオフになった後、例えば、ブルートゥース（登
録商標）モジュール５１１（図５）が動作される動作モードをＬＰＭ（low power mode）
と呼ぶ。前述の「スリープモード」は、「ＬＰＭ」にも対応する。ディスプレイ装置３１
０の通信部３１３は、ＬＰＭ状態において、周期的にモバイル機器を検索する「ＢＬＥス
キャン」を行うことができる。例えば、ディスプレイ装置３１０の通信部３１３は、３秒
ごとにＢＬＥスキャンを行い、モバイル近接を判断することになる。ＢＬＥスキャン時、
既存のＢＬＥペアリングされたモバイル機器、すなわち、ディスプレイ装置３１０に登録
されたモバイル機器が検索されれば、ディスプレイ装置３１０をターンオンさせるための
手続きを行うことができる。ディスプレイ装置３１０がターンオンされる場合、直前のデ
ィスプレイ装置３１０の動作状態が実行されるようにする。例えば、直前の動作状態が、
ＴＶコンテンツを出力する動作モードであるならば、ディスプレイ装置３１０は、直前に
出力されたＴＶコンテンツを選択及び出力するモードで動作することができる。また、直
前の動作状態がアンビエントサービスを実行する動作モードであるならば、ディスプレイ
装置３１０は、アンビエントサービスを実行するモードで動作することができる。
【０２７０】
　図１２Ａは、第２オペレーションシステムを有する携帯用機器で送受信されるＢＬＥ信
号を示す図面である。ここで、第２オペレーションシステムは、第１オペレーションシス
テムと異なり、第１オペレーションシステムは、ｉＯＳを示すことができる。
【０２７１】
　図１２Ｂ及び図１２Ｃは、第１オペレーションシステムを有する携帯用機器とペアリン
グされるディスプレイ装置で実行されるアンビエントサービスの動作について説明するた
めの図面である。
【０２７２】
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　開示された実施形態において、制御部３１１は、登録されたモバイル機器のオペレーシ
ョンシステムが第２タイプであるならば、所定時間間隔で、ＢＬＥ識別情報の伝送を要請
する第１ ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）信号をモバイル機器に伝送し、第１ ｉＢｅａｃｏ
ｎ（登録商標）信号によってトリガされ、ＢＬＥ識別情報を含む第２ｉＢｅａｃｏｎ（登
録商標）信号の受信いかんをチェックするように通信部３１３を制御することができる。
【０２７３】
　具体的には、ｉＯＳオペレーションシステムを有するモバイル機器３６０は、ディスプ
レイ装置３１０で送信されるｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）を受信することによってトリガ
（ｔｒｉｇｇｅｒ）になって、ＢＬＥ識別情報を含むｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）をディ
スプレイ装置３１０に送信する。具体的には、ディスプレイ装置３１０は、登録されたモ
バイル機器がｉＯＳオペレーションシステムを有する場合、所定時間間隔でＢＬＥ識別情
報を含むｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）を送信することを要請するｉＢｅａｃｏｎ（登録商
標）信号をモバイル機器３６０に送信することができる（Ｓ１２４１）。
【０２７４】
　図１２Ａを参照すれば、ｉＯＳオペレーションシステムを有するモバイル機器と送受信
するＢＬＥ信号は、ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）にもなる。ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）
 １２０１は、図１２Ａに図示されているように、３種フィールドであるＵＵＩＤ（unive
rsally unique identifier）１２０３、Major ＩＤ １２０４、Minor ＩＤ１２０５を含
む。そして、ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標） １２０１は、ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標） Pr
efix １２０２及びＴｘ Power １２０６のフィールドをさらに含んでもよい。また、ｉＢ
ｅａｃｏｎ（登録商標） Prefix １２０２は、Ａｄｖ Flags １２１１、Ａｄｖ Header 
１２１２、Company ＩＤ １２１３、ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標） Type １２１４及びｉ
Ｂｅａｃｏｎ（登録商標） Length １２１５のフィールドを含んでもよい。
【０２７５】
　ＵＵＩＤ（１６バイト）１２０３は、さまざまなｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）のうち、
モービルプレゼンスに活用されるサービスの区分子としての使用が可能である。Major Ｉ
Ｄ（２バイト）１２０４とMinor ＩＤ（２バイト）１２０５は、受信端であるディスプレ
イ装置３１０の固有情報及びコマンドとしての使用が可能である。例えば、Major ＩＤ（
２バイト）１２０４とMinor ＩＤ（１バイト）１２０５とを含む３バイトをディスプレイ
装置３１０のＢＬＥ識別情報、例えば、ＢＬＥ ＭＡＣアドレスまたはランダムアドレス
の伝達に使用し、残ったMinor ＩＤ（１バイト）は、サービス別にコマンドとしての使用
が可能である。
【０２７６】
　ｉＯＳオペレーションシステムを有するモバイル機器においては、設定されたｉＢｅａ
ｃｏｎ（登録商標）により、ＢＬＥパケット送出が可能になるように具現することができ
る。具体的には、ｉＯＳオペレーションシステムを有するモバイル機器は、ディスプレイ
装置からの、ＢＬＥパケット送信を要請するコマンドとしてｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）
を受信すれば、ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）（ＢＬＥアドバタイズメント）の送出が行わ
れるように具現することができる。
【０２７７】
　図１２Ｂにおいては、ディスプレイ装置３１０がアンビエントサービスを実行中である
場合であり、ディスプレイ装置３１０が、アンビエントサービスに対応するとき、計画面
イメージをディスプレイする場合を例として挙げて図示している。
【０２７８】
　図１２Ｂを参照すれば、ディスプレイ装置３１０に登録されたモバイル機器がｉＯＳオ
ペレーションシステムを有する場合、ディスプレイ装置３１０は、一定時間周期ごとに、
ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）を送出することができる（Ｓ１２４１）。モバイル機器３６
０は、ディスプレイ装置３１０から送出されるｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）を受信すれば
、それに応答し（Ｓ１２４２）、ＢＬＥ識別情報を含むｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）をデ
ィスプレイ装置３１０に送信することができる（Ｓ１２４３）。
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【０２７９】
　ｉＯＳオペレーションシステムを有するモバイル機器の場合、常時のＢＬＥアドバタイ
ズメントが不可能である。従って、受信端であるディスプレイ装置３１０でモバイル機器
の近接を判断する時点（例えば、１５分ごと）において、ディスプレイ装置３１０からｉ
Ｂｅａｃｏｎ（登録商標）を送出し、モバイル機器において、ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標
）に応答するように要請することができる。
【０２８０】
　ディスプレイ装置３１０のｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）を受けたモバイル機器３６０は
、ＢＬＥ識別情報を含むｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）を送信する。具体的には、ｉＢｅａ
ｃｏｎ（登録商標）を受信したモバイル機器３６０は、アンビエントサービスを提供する
アプリケーションを実行し、該アプリケーションは、登録されたディスプレイ装置３１０
にＢＬＥアドバタイズメントであるｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）を伝送することができる
（Ｓ１２４３）。
【０２８１】
　それにより、ディスプレイ装置３１０は、登録されたモバイル機器が近接しているか否
かということを判断することができる。登録されたモバイル機器が近接している場合の後
続動作（例えば、アンビエントサービスの実行を維持する動作（Ｓ１２４４））は、図１
１Ａで説明したところと同一である。
【０２８２】
　図１２Ｂに図示されたモバイル機器認識方式は、ｉＯＳオペレーションシステムを有す
るモバイル機器以外にも、常時ＢＬＥアドバタイズメントが不可能なモバイル機器に適用
が可能である。
【０２８３】
　また、ｉＯＳオペレーションシステムを有するモバイル機器がディスプレイ装置３１０
に登録された場合、ディスプレイ装置３１０は、ＢＬＥペアリングが完了した後、モバイ
ル機器の情報と、ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）送受信が必要な情報とを設定及び保存する
ことができる。
【０２８４】
　具体的には、ディスプレイ装置３１０がターンオフされた場合、ｉＢｅａｃｏｎ（登録
商標）が通信部３１３のブルートゥース（登録商標）モジュール５１１から、周期的（例
：１５０ｍｓ）にｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）を送信するように設定することができる。
モバイル機器からｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）を送信し、それにより、ディスプレイ装置
３１０で登録されたモバイル機器が近接するか否かということによって遂行する動作は、
図１１Ａないし図１１Ｄで説明したところと同一であるので、詳細説明は、省略する。
【０２８５】
　また、ディスプレイ装置３１０がモバイル機器にｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）を送信す
る周期は、多様にも決定される。例えば、ディスプレイ装置３１０は、モバイル機器に、
１５０ｍｓ周期でｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）を送信することができ、それにより、モバ
イル機器が応答を送れば、ディスプレイ装置３１０は、応答が着いたか否かということの
確認を３秒ごとに進めることができる。
【０２８６】
　図１２Ｃを参照すれば、ディスプレイ装置３１０は、スリープモードに入り、ターンオ
フされた状態であり、ブラック画面１２６０を出力する。
【０２８７】
　スリープモードに入った後、通信部３１３は、ｉＯＳオペレーションシステムを有する
モバイル機器３６０に、決定された時間周期ごとにｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）を伝送し
（Ｓ１２８１）、それを受信したモバイル機器３６０は、ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）を
ディスプレイ装置３１０の通信部３１３に伝送することができる（Ｓ１２８３）。ディス
プレイ装置３１０の通信部３１３は、受信されたｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）が、登録さ
れたモバイル機器から送信されたものであるか否かということを判断し、登録されたモバ
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イル機器が隣接して位置するか否かということを判断することができる。
【０２８８】
　登録されたモバイル機器がディスプレイ装置３１０の近くに位置すると判断されれば、
通信部３１３は、ディスプレイ装置３１０がウェークアップされるように動作することが
できる。それにより、ディスプレイ装置３１０は、ターンオンされる（Ｓ１２８４）。
【０２８９】
　また、ディスプレイ装置３１０がウェークアップされて正常モードに入った後、制御部
３１１は、アンビエントサービスが実行され、アンビエントサービスに対応する時計画面
イメージ１１６０が出力されるように制御することができる。
【０２９０】
　図１３は、開示された実施形態によるディスプレイ装置の制御方法を示すフローチャー
トである。開示された実施形態によるディスプレイ装置の制御方法（１３００）は、図１
ないし図１２Ｃを参照して説明した開示された実施形態によるディスプレイ装置３１０で
遂行される動作構成と同一である。従って、開示された実施形態によるディスプレイ装置
の制御方法（１３００）についての説明にあたり、図１ないし図１２Ｃと重複する説明は
、省略する。また、以下では、図４に図示されたディスプレイ装置３１０及びモバイル機
器３６０を参照し、ディスプレイ装置の制御方法（１３００）について説明する。
【０２９１】
　具体的には、開示された実施形態によるディスプレイ装置の制御方法（１３００）は、
少なくとも１つのインストラクションを保存するメモリ３１５、ＢＬＥ通信ネットワーク
を含む少なくとも１つの無線ネットワークを介してモバイル機器と通信を行う通信部３１
３、及び前記メモリに保存された前記少なくとも１つのインストラクションを遂行するプ
ロセッサを少なくとも一つ含む制御部３１１を含むディスプレイ装置３１０の制御方法で
ある。
【０２９２】
　図１３を参照すれば、ディスプレイ装置の制御方法（１３００）は、アンビエントサー
ビスが実行される正常モードの間、前記ＢＬＥ通信ネットワークを介して連結されるモバ
イル機器を識別する情報であるＢＬＥ識別情報が、前記モバイル機器から受信されれば、
前記制御部３１１において、前記ＢＬＥ識別情報を管理する（Ｓ１３１０）。Ｓ１３１０
動作は、ディスプレイ装置３１０の制御部３１１で遂行されうる。
【０２９３】
　また、Ｓ１３１０動作は、図９の９０１ブロックに対応する動作であるので、詳細説明
は、省略する。
【０２９４】
　ディスプレイ装置の制御方法（１３００）は、スリープモードに入った後、前記ＢＬＥ
識別情報が前記モバイル機器から受信されれば、前記通信部３１３において、前記受信さ
れたＢＬＥ識別情報に対応する情報が存在するか否かということを判断した結果に基づき
、前記制御部をウェークアップさせる（Ｓ１３２０）。Ｓ１３２０動作は、ディスプレイ
装置３１０の通信部３１３で遂行されうる。
【０２９５】
　また、Ｓ１３２０動作は、図９の９０２ブロックに対応する動作であるので、詳細説明
は、省略する。
【０２９６】
　開示された実施形態によるディスプレイ装置の制御方法（１３００）において、Ｓ１３
１０段階及びＳ１３２０段階は、ディスプレイ装置３１０が正常モードであるか、あるい
はスリープモードに入った後であるかということによって区別されるものであり、Ｓ１３
１０段階及びＳ１３２０段階の順序は、互いに変わりうる。
【０２９７】
　図１４は、開示された実施形態によるディスプレイ装置の制御方法をさらに詳細に示す
フローチャートである。図１４に図示されたディスプレイ装置の制御方法（１４００）は
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、図１３に図示されたディスプレイ装置の制御方法（１３００）をさらに詳細に示す。図
１４に図示されたディスプレイ装置の制御方法（１４００）において、図１３に図示され
たディスプレイ装置の制御方法（１４００）と同一構成は、同一図面記号を利用して図示
した。
【０２９８】
　図１４を参照すれば、ディスプレイ装置の制御方法（１４００）は、ディスプレイ装置
の制御方法（１３００）に比べ、Ｓ１４１０段階をさらに含んでもよい。
【０２９９】
　具体的には、ディスプレイ装置の制御方法（１４００）は、ＢＬＥペアリングを行い、
モバイル機器を登録する段階（Ｓ１４１０）をさらに含んでもよい。Ｓ１４１０段階の動
作は、ディスプレイ装置３１０の制御部３１１で遂行されうる。また、ＢＬＥペアリング
動作は、図８を参照して詳細に説明したので、詳細説明は、省略する。
【０３００】
　本開示の一実施形態によるディスプレイ装置の制御方法は、多様なコンピュータ手段を
介しても遂行されるプログラム命令形態に具現され、コンピュータ可読媒体にも記録され
る。また、開示された実施形態は、前述のディスプレイ装置の制御方法を実行する命令語
を含む１以上のプログラムが記録されたコンピュータで読み取り可能な記録媒体にもなる
。
【０３０１】
　前記コンピュータ可読媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造などを単
独または組み合わせて含んでもよい。前記媒体に記録されるプログラム命令は、本発明の
ために特別に設計されて構成されたものでもあり、コンピュータソフトウェア当業者に公
知されて使用可能なものでもある。コンピュータ可読記録媒体の例には、ハードディスク
、フロッピィーディスク及び磁気テープのような磁気媒体（magnetic media）；ＣＤ－Ｒ
ＯＭ（compact disc read only memory）、ＤＶＤ（digital versatile disc）のような
光記録媒体（optical media）；フロプティカルディスク（floptical disk）のような磁
気・光媒体（magneto-optical media）；ＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリのようなプ
ログラム命令を保存して遂行するように特別に構成されたハードウェア装置が含まれる。
プログラム命令の例には、コンパイラによって作われるような機械語コードだけではなく
、インタープリタなどを使用し、コンピュータによって実行されうる高級言語コードを含
む。
【０３０２】
　また、前述の開示された実施形態によるディスプレイ装置の制御方法は、多重言語で構
成された文章を獲得する動作、及び多重言語翻訳モデルを利用し、前記多重言語で構成さ
れた文章に含まれる単語それぞれに対応するベクトル値を獲得し、前記獲得したベクトル
値を、目標言語に対応するベクトル値に変換し、前記変換されたベクトル値に基づき、前
記目標言語で構成された文章を獲得する動作を遂行させるプログラムが保存された記録媒
体を含むコンピュータプログラム製品によっても具現される。
【０３０３】
　以上、本実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲は、それらに限定され
るものではなく、特許請求の範囲で定義している本発明の基本概念を利用した当業者のさ
まざまな変形、及び改良形態も、本発明の権利範囲に属するのである。
【符号の説明】
【０３０４】
　　311　制御部
　　313　通信部
　　315　メモリ
　　317　ディスプレイ
　　361　制御部
　　363　通信部
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　　365　メモリ
　　405　ＢＬＥネットワーク
　　511　ブルートゥース（登録商標）モジュール
　　512　無線ＬＡＮモジュール
　　513　内部メモリ
　　550　ユーザインターフェース
　　610　ビデオ処理部
　　615　ディスプレイ部
　　620　オーディオ処理部
　　625　オーディオ出力部
　　626　スピーカ
　　627　ヘッドフォン出力端子
　　628　Ｓ／ＰＤＩＦ出力端子
　　630　電源部
　　640　チューナ部
　　650　通信部
　　651　無線ＬＡＮ
　　652　ブルートゥース（登録商標）
　　653　有線イーサネット
　　660　感知部
　　661　マイク
　　662　カメラ部
　　663　光受信部
　　670　入出力部
　　671　ＨＤＭＩ（登録商標）ポート
　　672　コンポーネントジャック
　　673　ＰＣポート
　　674　ＵＳＢポート
　　680　制御部
　　690　メモリ
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